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【本資料における略称】 

「犯罪収益移転防止法」：犯罪による収益の移転防止に関する法律 

「犯罪収益移転防止法施行令」：犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令 
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「平成 23 年改正犯罪収益移転防止法」：犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法 
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「平成 26 年改正犯罪収益移転防止法」：犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法 
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（平成 27 年政令第 338 号）及び犯罪による収益の移
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（平成 27 年内閣府・総務・法務・財務・厚生労働・農

林水産・経済産業・国土交通省令第３号） 

「令和４年６月改正犯罪収益移転防止法」：「安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資

金決済に関する法律等の一部を改正する法律」（令和４年法

律第 61 号）による犯罪収益移転防止法の一部改正 

「令和４年 12 月改正犯罪収益移転防止法」：「国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連

合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が

国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特

別措置法等の一部を改正する法律」（令和４年法律第 97

号）による犯罪収益移転防止法の一部改正 

「金融機関等本人確認法」：金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律（平成 16 年 12 月施

行の一部改正により「金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座

等の不正な利用の防止に関する法律」と改称） 

「組織的犯罪処罰法」：組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 

「麻薬特例法」：国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻

薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 
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１．犯罪収益移転防止法とは 

 

 犯罪収益移転防止法は、犯罪による収益が組織的な犯罪を助長するために使用されるとともに、犯罪による

収益が移転して事業活動に用いられることにより健全な経済活動に重大な悪影響を与えること、及び犯罪によ

る収益の移転がその剝奪や被害の回復に充てることを困難にするものであることから、犯罪による収益の移転

の防止を図り、国民生活の安全と平穏を確保するとともに、経済活動の健全な発展に寄与することを目的とし

て制定されたものです。＜別表１参照＞ 

 

【マネー・ローンダリング／テロ資金供与防止の目的】 

組織的な犯罪行為には資金が必要ですが、マネー・ローンダリング／テロ資金供与を放置すると犯罪組織が

自由に使える資金を手にすることになります。また犯罪組織が犯罪収益を合法的な経済活動に投入し、その支

配力を及ぼすことで更に勢力、権力を拡大するおそれもあります。つまりマネー・ローンダリング／テロ資金供

与防止のねらいは、資金面から犯罪組織、犯罪行為の撲滅を目指すことにあるといえます。 

 

【マネー・ローンダリング／テロ資金供与とは】 

マネー・ローンダリングとは、違法な起源を偽装する目的で犯罪収益を処理することとされています。つまり

犯罪行為で得た資金を正当な取引で得た資金のように見せかける行為や、口座を転々とさせたり金融商品や不

動産、宝石等に形態を変えてその出所を隠したりすることをいいます。 

テロ資金供与とは、爆弾テロやハイジャック等のテロ行為の実行を目的として、そのために必要な資金をテ

ロリストに提供することをいいます。架空名義口座を利用したり、正規の取引を装ったりして集めた資金がテ

ロリストの手に渡ることが判らないようにされています。このように、テロ資金供与はお金の流れを隠す点で

マネー・ローンダリングと共通しています。 

 

【犯罪収益移転防止法の制定】＜別表２、３参照＞ 

マネー・ローンダリング対策やテロ資金供与対策は、一国のみが規制を強化しても、相対的に規制の緩い国で

行われる傾向にあることから、その取組には国際的な協調が不可欠となっています。 ＦＡＴＦ（Financial 
Action Task Force on Money Laundering：金融活動作業部会）は、マネー・ローンダリング対策における国際

協調を推進するために、平成元年（1989 年）のアルシュ・サミット経済宣言を受けて設立された政府間会合

であり、平成 13 年（2001 年）９月の米国同時多発テロ事件発生以降は、テロ資金供与に関する国際的な対

策と協力の推進にも指導的役割を果たしています。 

平成 2 年（1990 年）、ＦＡＴＦは、マネー・ローンダリング対策の国際基準ともいうべき「40 の勧告」

を発表し、金融機関への顧客等の本人確認及び疑わしい取引報告の義務付け等を提言しました。また、平成 13

年（2001 年）９月 11 日の米国同時多発テロ発生を受け、新たなテロ資金供与対策の国際基準ともいうべき

テロ資金供与に関する「８の特別勧告」（平成 16 年（2004 年）10 月には「９の特別勧告」）を発表し、テ

ロ関係の疑わしい取引の届出の義務化等を提言しました。平成 15 年（2003 年）６月には、非金融業者（不

動産業者、宝石商等）・職業的専門家（法律専門家等）に対する適用等を内容とする「40 の勧告」の改訂を行

い、平成 24 年（2012 年）２月には、「40 の勧告」と「９の特別勧告」を一本化し、新「40 の勧告」に改

訂しています。 
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我が国では、このような国際的動向を受けて、平成 2 年６月に大蔵省等から金融機関等に対して顧客等の本

人確認実施の要請がなされ、平成４年７月に麻薬特例法により金融機関等に薬物犯罪収益に関するマネー・ロ

ーンダリング情報の届出を義務付ける「疑わしい取引の届出制度」が創設されました。 

さらに、その後の動向を踏まえ、平成 12 年２月には組織的犯罪処罰法により届出制度が拡充されました。

同法は、届出の対象となる犯罪を「一定の重大犯罪」に拡大するとともに、マネー・ローンダリング情報を一元

的に集約し、整理・分析して捜査機関に提供する権限を、金融庁長官（特定金融情報室）に付与しました。 

平成 14 年６月には、公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律（以下「テロ資

金提供処罰法」という。）が可決・成立しました。同法の施行（同年７月２日）に伴い、組織的犯罪処罰法が一

部改正され、テロリズムに対する資金供与の疑いがある取引についても疑わしい取引の届出対象とされました。 

平成 15 年１月６日には金融機関等本人確認法が施行され、金融機関等による顧客等の本人確認、本人確認

記録・取引記録の作成・保存が義務付けられました。 

 

しかし、マネー・ローンダリングの形態は、金融機関等による本人確認等の強化に伴い、それ以外の不動産売

買等を利用したり、弁護士に資金の保管を依頼したりするなど、その手口が複雑化・巧妙化してきていたことか

ら、平成 15 年（2003 年）６月のＦＡＴＦの「40 の勧告」改訂を受け、国際的な枠組みの中で我が国におい

ても同勧告を実施し、本人確認等の措置を講ずべき事業者の範囲を金融機関以外に拡大する必要が認められま

した。 

そこで、平成 16 年 12 月、政府の国際組織犯罪等・国際テロ対策推進本部において同勧告の実施を盛り込

んだ「テロの未然防止に関する行動計画」を決定し、平成 17 年 11 月には、警察庁が同勧告を実施するための

法律案を作成することなどが決定されました。これを受けて、警察庁は関係省庁と協力して法律案を策定し、平

成 19 年３月に犯罪収益移転防止法が成立、公布されました。同法の一部施行により、同年４月からＦＩＵ

（Financial Intelligence Unit：資金情報機関）が金融庁から国家公安委員会・警察庁に移管されました。 

犯罪収益移転防止法は平成 20 年３月１日から全面的に施行され、これに伴い、従来、金融機関等に本人確

認、疑わしい取引の届出等を義務付けていた金融機関等本人確認法及び組織的犯罪処罰法第５章（疑わしい取

引の届出）は廃止、削除されました。 

 

さらに、平成 20 年の第３次ＦＡＴＦ対日相互審査における指摘等を踏まえ、平成 23 年改正犯罪収益移転

防止法が成立しました（平成 25 年４月１日全面施行）。しかし、この改正後も、ＦＡＴＦ勧告で求められてい

る顧客管理に関する事項が法令に明記されていないなどの指摘をＦＡＴＦから受け、平成 26 年６月には、マ

ネー・ローンダリング対策等の不備に我が国が迅速に対応することを促す声明がＦＡＴＦから公表されました。 

警察庁では、第３次ＦＡＴＦ対日相互審査結果やＦＡＴＦ勧告の改訂等、マネー・ローンダリングを取り巻く情

勢の変化を踏まえ、平成 25 年６月以後、「マネー・ローンダリング対策等に関する懇談会」を開催するなどし

て関係省庁とともに検討を進めました。その結果、平成 26 年 10 月に犯罪収益移転防止法の改正法案が第１

８７回国会に提出され、同年 11 月に成立しました。平成 26 年改正犯罪収益移転防止法は、平成 28 年 10 月

１日に全面施行されました。 

 

 令和４年３月には、いわゆるグローバル・ステーブルコインへの対応に関する議論や、諸外国における規制の

検討の動き等を踏まえ、資金決済法や犯罪収益移転防止法等を改正する法案が第 208 回通常国会に提出され、

同年６月に成立しました。令和４年６月改正犯罪収益移転防止法は、令和５年６月１日に全面施行されました。 

また、令和３年８月に公表された FATF 第４次対日審査報告書における指摘等を踏まえ、令和４年 10 月、

国際テロリスト等財産凍結法（※）や犯罪収益移転防止法等を改正する法案が第 210 回臨時国会に提出され、

同年 12 月に成立しました。令和４年 12 月改正犯罪収益移転防止法は、令和６年４月１日に全面施行されま

した。 

（※）国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施

する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法  
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【犯罪収益移転防止法の主な改正】 

≪平成 23 年改正犯罪収益移転防止法の概要（平成 25 年４月１日全面施行）≫ 

○ 取引時の確認事項の追加（士業者を除く。） 

一定の取引を行う際の確認事項に、本人特定事項に加え、次のものが追加されました。 

・ 取引を行う目的 

・ 職業（自然人）又は事業の内容（法人・人格のない社団又は財団） 

・ 実質的支配者（法人） 

・ 資産及び収入の状況（ハイリスク取引の一部） 

 ※ これらの確認事項は、特定事業者が疑わしい取引の届出を行うべき場合に該当するか否かの判断をよ

り的確に行うために追加されたものであり、特定事業者は、顧客等が行う取引の態様が、その取引を行う

目的や職業・事業内容等の属性情報等に照らし合わせて不自然でないかどうかを吟味することにより、

当該取引が疑わしい取引の届出を行うべき場合に該当するかどうかを判断する必要があります。 

なお、確認事項が追加されることに伴い、取引に際して行う確認を「取引時確認」と、確認をした際に

作成する記録を「確認記録」ということとしています。 

○ ハイリスク取引の類型の追加 

  マネー・ローンダリングに利用されるおそれが特に高い取引（ハイリスク取引）の類型を定め、厳格な方法

による確認の対象とされました。 

○ 取引時確認等を的確に行うための措置の追加 

  特定事業者は、取引時確認をした事項に係る情報を最新の内容に保つための措置を講ずるものとするほか、

使用人に対する教育等の必要な体制の整備に努めなければならないこととされました。 

○ 特定事業者の追加 

電話転送サービス事業者について、新たに特定事業者に追加することとされました。 

○ 罰則の強化 

  本人特定事項の虚偽申告、預貯金通帳の不正譲渡等に係る罰則が強化されることとされました。 

 

 

≪平成 26 年改正犯罪収益移転防止法、平成 27 年改正犯罪収益移転防止法政省令の概要（平成

28 年 10 月１日全面施行）≫ 

○ 疑わしい取引の届出に関する判断の方法に関する規定の整備 

  マネー・ローンダリングに悪用されるリスクに応じて、疑わしい取引の判断の方法が規定されました。 

○ コルレス契約締結時の厳格な確認の義務付け 

  金融機関が外国所在為替取引業者と業務関係を確立する段階において、その外国所在為替取引業者が自己

の顧客等に対して取引時確認等の措置を十分に行うなど、実効的な対策を行っているかについて確認するよ

う義務付けることとされました。 

○ 特定事業者が行う体制整備等の努力義務の拡充 

  取引時確認等の措置の実施に関する規程の作成、業務を統括管理する者の選任等、特定事業者が取引時確

認等を的確に行うために講ずるよう努めなければならない措置が規定されました。 

○ 顧客管理を行う上で特別の注意を要する取引に対する取引時確認の実施 

  従前は敷居値以下の取引や犯罪による収益の移転に利用されるおそれがないと主務省令で定められた取引

であるために取引時確認の対象とならなかった取引であっても、当該取引が、疑わしい取引その他の顧客管

理を行う上で特別の注意を要する取引であればこれを特定取引として、取引時確認の対象とすることとされ

ました。 
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○ 敷居値以下に分割された取引に対する取引時確認の実施 

  敷居値以下の取引であっても、一回当たりの取引の金額を減少させるために一の取引を分割したものであ

ることが一見して明らかであるものは、一の取引とみなし、当該取引の額が敷居値を超える場合には取引時

確認を行わなければならないこととされました。 

○ 外国ＰＥＰｓとの取引の際の厳格な取引時確認の実施 

  外国ＰＥＰｓ（重要な公的地位にある者（Politically Exposed Persons））との特定取引が厳格な取引時

確認の対象に追加されました。 

○ 顔写真のない本人確認書類に係る本人確認方法の改正 

  各種健康保険証や国民年金手帳等の顔写真のない本人確認書類を利用して本人特定事項の確認を行う場合

には、顧客等の住居に宛てて転送不要郵便で取引関係文書を送付するなど、二次的な確認措置が求められる

こととされました。 

○ 実質的支配者に関する規定の改正 

  法人の実質的支配者について、議決権その他の手段により当該法人を支配する自然人まで遡って確認すべ

きこととされました。 

○ 取引担当者の代理権等の確認方法の改正 

  法人の取引担当者が正当な取引権限を持っていることを確認する方法から、社員証を有していることを削

除しました。また、従前、役員として登記されていることが確認方法として認められていましたが、当該確認

方法は、役員が代表権を有する場合に限ることとされました。 

○ 公共料金等を現金納付する際の取引時確認の簡素化 

  簡素な顧客管理を行うことが許容される取引に、公共料金、入学金等の支払に係る取引のうち、マネー・ロ

ーンダリングに利用されるおそれが極めて低いと考えられる一部の取引を追加することとされました。 

 

 

≪令和４年６月改正犯罪収益移転防止法の概要（令和５年６月１日全面施行）≫ 

○ 特定事業者の追加 

  高額電子移転可能型前払式支払手段発行者、電子決済手段等取引業者、電子決済等取扱業者、信用金庫電子

決済等取扱業者及び信用協同組合電子決済等取扱業者について、新たに特定事業者に追加することとされま

した。 

○ 外国所在電子決済手段等取引業者との契約締結時の厳格な確認 

  電子決済手段等取引業者が、外国所在電子決済手段等取引業者との間で電子決済手段の移転を継続的に又

は反復して行うことを内容とする契約を締結するに際しては、当該外国所在電子決済手段等取引業者が取引

時確認等に相当する措置を的確に行うために必要な体制を整備していることなどを確認しなければならない

こととされました。 

○ 電子決済手段の移転に係る通知義務の整備 

  電子決済手段等取引業者が電子決済手段の移転を行う場合等に、他の電子決済手段等取引業者又は外国電

子決済手段等取引業者に対し、顧客に関する情報を通知しなければならないこととされました。 

○ 罰則の新設 

  高額電子移転可能型前払式支払手段利用契約及び電子決済手段等取引契約等に係る役務の提供を受けるた

めに必要な情報の提供を受けることなどについて、既存の預貯金通帳等の譲受け及び譲渡し等に関する罰則

と同旨の罰則を設けることとされました。 
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≪令和４年 12 月改正犯罪収益移転防止法の概要（令和６年４月１日全面施行）≫ 

○ 外国為替取引及び電子決済手段の移転に係る通知事項の追加 

  特定事業者が外国為替取引を行う場合等に、他の特定事業者又は外国所在為替取引業者に、顧客に関する

情報に加え、新たに支払の相手方に関する情報を通知しなければならないこととされました。 

  また、電子決済手段等取引業者が電子決済手段の移転を行う場合等に、他の電子決済手段等取引業者又は

外国電子決済手段等取引業者に対し、顧客に関する情報に加え、新たに移転の相手方に関する情報を通知し

なければならないこととされました。 

○ 外国所在暗号資産交換業者との契約締結時の厳格な確認 

  暗号資産交換業者が、外国所在暗号資産交換業者との間で暗号資産の移転を継続的に又は反復して行うこ

とを内容とする契約を締結するに際しては、当該外国所在暗号資産交換業者が取引時確認等に相当する措置

を的確に行うために必要な体制を整備していることなどを確認しなければならないこととされました。 

○ 暗号資産の移転に係る通知義務を課す規定の整備 

  暗号資産交換業者が暗号資産の移転を行う場合等に、他の暗号資産交換業者又は外国暗号資産交換業者に

対し、顧客及び移転の相手方に関する情報を通知しなければならないこととされました。 

○ 士業者が行う取引時確認に係る確認事項の追加等 

  いわゆる士業者のうち、司法書士・行政書士・公認会計士・税理士が取引時確認を行う際には、本人特定事

項の確認に加え、新たに取引目的等（取引を行う目的、職業／事業の内容、実質的支配者）の確認を行わなけ

ればならないこととされました。 

  また、行政書士・公認会計士・税理士については、守秘義務に係る事項を除き、疑わしい取引の届出を行わ

なければならないこととしたほか、ハイリスク取引においては、疑わしい取引の届出を行うべきか否かの判

断のために、資産及び収入の状況の確認を行わなければならないこととされました。 
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別表１ 

国家公安委員会・

警察庁（ＦＩＵ※１） 
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別表２ 
《犯罪収益移転防止法の体系》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（次ページへ） 

 

 

金融機関等本人確認法 

（平成 15 年施行） 

○  金融機関等による 

・本人確認 

・本人確認記録の作成・保存 

・取引記録等の作成・保存 

を義務付け 

組織的犯罪処罰法（第５章） 

（平成 12 年施行） 

○  金融機関等による 

・疑わしい取引の届出 

を義務付け 

廃止 削除 

犯罪収益移転防止法（平成 20 年３月１日施行） 

 

平成２３年改正犯罪収益移転防止法（平成 25 年４月１日施行） 

  

平成２６年改正犯罪収益移転防止法（平成 28 年 10 月１日施行） 

  

○  特定事業者（金融機関等＋新規対象事業者）による 

・本人確認、記録の作成・保存、疑わしい取引の届出（士業者を除く。） 

を義務付け（※弁護士による措置については日本弁護士連合会の会則で定めるところによる） 

主な変更点 

○  本人特定事項に加え、取引の目的等を取引時確認事項に追加（士業者を除く。） 

○ ハイリスク取引の類型の追加 

○ 取引時確認等を的確に行うための措置の追加 等 

  

主な変更点 

○  疑わしい取引の判断方法の明確化 

○ コルレス契約締結時の厳格な確認 

○ 特定事業者が行う体制整備等の努力義務の拡充 等 
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令和４年６月改正犯罪収益移転防止法（令和５年 6 月１日施行） 

  主な変更点 

○ 電子決済手段等取引業者等を特定事業者に追加 

○ 外国所在電子決済手段等取引業者との契約締結時の厳格な確認 

○ 電子決済手段の移転に係る通知義務に関する規定の整備 等 

令和４年 12 月改正犯罪収益移転防止法（令和６年４月１日全面施行） 

  主な変更点 

○ 士業者が行う取引時確認に係る確認事項の追加等 

○ 外国為替取引及び電子決済手段の移転に係る通知事項の追加 

○ 外国所在暗号資産交換業者との契約締結時の厳格な確認 

○ 暗号資産の移転に係る通知義務を課す規定の整備 等 
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別表３  

《国際社会と我が国の取組の主な経緯》 
 国際的取組等 我が国の取組 

平成元年７月 アルシュ・サミット 

○  ＦＡＴＦ設置の採択 

 

平成 2 年４月 ＦＡＴＦ「４０の勧告」を策定 

○ 金融機関による顧客等の本人確認 

○ 疑わしい取引の金融規制当局への報告 

 

６月  大蔵省から各金融団体宛に通達を発出 

（金融機関等による顧客等の本人確認等実

施の要請） 

平成４年７月  麻薬特例法の施行（薬物犯罪収益に関する

マネー・ローンダリングの犯罪化、疑わしい

取引の届出制度の創設） 

平成８年６月 ＦＡＴＦ「４０の勧告」を一部改訂 

○ 前提犯罪を重大犯罪に拡大することを

義務付け 

 

平成 12 年２月  組織的犯罪処罰法の施行（前提犯罪を重大

犯罪に拡大、日本版ＦＩＵを金融監督庁に

設置等） 

平成 13 年９月 米国における同時多発テロ事件発生  

10 月 ＦＡＴＦ「８の特別勧告」を策定 

○ テロ資金供与の犯罪化、テロ関係の疑

わしい取引の届出の義務付け等 

 

平成 14 年７月  テロ資金提供処罰法・改正組織的犯罪処罰

法の施行（前提犯罪にテロ資金提供・収集罪

を追加等） 

平成 15 年１月  金融機関等本人確認法の施行（金融機関等

による顧客等の本人確認義務等の法定化） 

６月 ＦＡＴＦ「４０の勧告」を再改訂 

○ 非金融業者（不動産業者、宝石商等）、

職業的専門家（法律専門家等）への勧告の

適用 

 

平成 16 年 10 月 ＦＡＴＦ「８の特別勧告」を「９の特別勧告」

に改訂 

○ 国境を越える資金の物理的移転を防止

するための措置に関する項目の追加 

 

平成 19 年３月  犯罪収益移転防止法成立 

○  ＦＩＵを金融庁から国家公安委員会・

警察庁に移管（同年４月施行） 

○  金融機関等に加え、一定の非金融業者、

司法書士等の士業者への本人確認等の義

務付け（平成 20 年３月全面施行） 
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平成 20 年 10 月 第３次 FATF 対日相互審査結果公表 

○ 顧客管理に関する勧告５他９項目につ

いて、「不履行（NC）」との評価を受け

る 

 

平成 23 年 4 月  平成２３年改正犯罪収益移転防止法成立 

（平成 25 年４月全面施行） 

○ 取引時の確認事項の追加 

○ ハイリスク取引の類型の追加 

○ 取引時確認等を的確に行うための措置

の追加 等 

平成 24 年２月 ＦＡＴＦ「40 の勧告」「９の特別勧告」を

改訂 

○「４０の勧告」及び「９の特別勧告」を一

本化、新「４０の勧告」に改訂 

 

平成 26 年６月 日本に関する FATF 声明の公表 

○ マネー・ローンダリング対策等の不備

への迅速な対応を要請 

 

平成 26 年 11 月  平成２６年改正犯罪収益移転防止法成立 

（平成 28 年 10 月全面施行） 

○ 疑わしい取引の判断方法の明確化 

○ コルレス契約締結時の厳格な確認 

○ 特定事業者が行う体制整備等の努力義

務の拡充 等 

令和３年８月 第４次 FATF 対日相互審査結果公表 

○ 金融機関等に対する監督やマネロン・

テロ資金供与に係る捜査・訴追等への指

摘 

 

令和４年６月  令和４年６月改正犯罪収益移転防止法成立 

（令和５年６月全面施行） 

○ 高額電子移転可能型前払式支払手段発

行者及び電子決済手段等取引業者等を特

定事業者に追加 等 

令和４年 12 月  令和４年 12 月改正犯罪収益移転防止法成立 

（令和６年４月全面施行） 

○ 士業者が行う取引時確認に係る事項の

追加等 

○ 暗号資産の移転に係る通知義務の導入 

等 
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２．特定事業者と義務 

犯罪収益移転防止法の対象事業者（特定事業者）は、顧客等と一定の取引を行うに際して取引時確認を行うこ

とが必要となるなど、一定の法令上の義務が課されています。＜別表４参照＞ 

【特定事業者】 

○ 金融機関等 

○ ファイナンスリース事業者 

※  ファイナンスリースとは、物品を調達しようとする顧客に対して、リース会社が代わってそれを購入して賃貸

する形態の取引をいい、ファイナンスリース業に該当する賃貸は以下の要件を満たすものとされています。 

・  賃貸に係る契約が、賃貸の期間の中途においてその解除をすることができないものであること又はこれに準

ずるもの（契約において解除することができない旨の定めがないものであっても、賃借人が当該契約期間の中

途において当該契約に基づく義務に違反し、又は当該契約を解除する場合において、未経過期間に係る賃貸料

のおおむね全額を支払うこととされているものを含む。）。 

・  賃貸を受ける者が当該賃貸に係る物品の使用からもたらされる経済的な利益を実質的に享受することがで

き、かつ、当該物品の使用に伴って生じる費用を実質的に負担（賃貸料の合計額がその物品の取得のために通

常要する価額のおおむね 90％を超える場合。）すべきこととされているもの。 

○ クレジットカード事業者 

○ カジノ事業者 

○ 宅地建物取引業者 

○ 宝石・貴金属等取扱事業者 

○ 郵便物受取サービス業者（いわゆる私設私書箱） 

※  郵便物受取サービス業者とは、顧客に対し、受取サービス業者の事務所等を顧客が郵便物を受け取る場所とし

て用いることを許諾し、事務所等において顧客宛ての郵便物を受け取ってこれを顧客に引き渡すサービスを提供

する業務を行う者をいいます。 

○  電話受付代行業者（いわゆる電話秘書） 

※  電話受付代行業者とは、顧客に対し、受付代行業者の電話番号を顧客が連絡先の電話番号として用いることを

許諾し、顧客宛ての受付代行業者の電話番号に係る電話（ＦＡＸを含む。）を受けてその内容を顧客に連絡する

サービスを提供する業務を行う者をいいます。 

○ 電話転送サービス事業者 

 ※ 電話転送サービス事業者とは、顧客に対し、自己の電話番号を当該顧客が連絡先の電話番号として用いること

を許諾し、当該顧客宛ての又は当該顧客からの当該電話番号に係る電話を当該顧客が指定する電話番号に自動的

に転送するサービスを提供する業務を行う者をいいます。 

○ 司法書士又は司法書士法人 

○ 行政書士又は行政書士法人 

○ 公認会計士又は監査法人 

○ 税理士又は税理士法人 

○ 弁護士又は弁護士法人 

※ 取引時確認、確認記録・取引記録等の作成・保存等に相当する措置については、司法書士の例に準じて、日本

弁護士連合会の会則で定めるところによります。 
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【特定事業者の義務】 

特定事業者には、以下の義務が課されています。 

 

○ 取引時確認 

○ 確認記録の作成・保存（7 年間保存） 

○ 取引記録等の作成・保存（7 年間保存） 

○ 疑わしい取引の届出（※弁護士・司法書士を除く。） 

※ 依頼者との関係に与える影響等について引き続き検討を行う必要があることから、その対象から除かれていま

す。 

○ コルレス契約等締結時の厳格な確認 

○ 外国為替取引並びに電子決済手段及び暗号資産の移転等に係る通知 

○ 取引時確認等を的確に行うための措置 

 ※ カジノ事業者については、特定複合観光施設区域整備法において別途その義務が定められています。   
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別表４－１   

《特定事業者と義務①》 

義務付け 

られた措置 

 

特定事業者 

【法２条２項】 

取引時確認 

 

 

【４条】 

確認記録の 

作成・保存 

 

【６条】 

取引記録等の 

作成・保存 

 

【７条】 

疑わしい取引の届出 

 

 

【８条】 

取引時確認等を的確に 

行うための措置 

 

【１１条】 

金融機関等 

（１号～３８号） 

特定業務のうち特

定取引等を行うに

際しては、顧客等

の 

・本人特定事項 

・取引を行う目的 

・職業・事業内容 

・実質的支配者 

・資産及び収入の

状況（ハイリスク

取引の一部） 

の確認を行わなけ

ればならない（※

１） 

取引時確認を行っ

た場合には、直ち

に確認記録を作成

し、特定取引等に

係る契約が終了し

た日等から７年間

保存しなければな

らない 

 

特定業務に係る取

引を行った場合に

は、直ちに取引記

録等を作成し、取

引の行われた日か

ら７年間保存しな

ければならない 

 

特定業務において収受

した財産が犯罪による

収益である疑いがある 

又は 

特定業務に関し顧客等

がマネー・ローンダリン

グを行っている疑いが

ある 

と認められる場合にお

いては、速やかに届け出

なければならない（※

２） 

 
 

取引時確認をした事項に

係る情報を最新の内容に

保つための措置を講ずる

ほか、使用人に対する教育

訓練の実施、取引時確認等

の措置の実施に関する規

程の作成、統括管理者の選

任等の措置を講ずるよう

努めなければならない（※

３） 

ファイナンスリース

事業者（３９号） 

クレジットカード事

業者（４０号） 

カジノ事業者 

（４１号） 

宅 地 建 物 取 引 業 者

（４２号） 

宝石・貴金属等取扱

事業者（４３号） 

郵便物受取サービス

業者（４４号） 

電 話 受 付 代 行 業 者

（４４号） 

電話転送サービス事

業者（４４号） 

行政書士（4７号） 

公認会計士（４８号） 

税理士（４９号） 

司法書士（４６号） 
 
 

× 
弁護士（４５号） 

司法書士の例に準じて日本弁護士連合会の会則で定めるとこ

ろによる【１２条】 

司法書士の例に準じて日

本弁護士連合会の会則で

定めるところによる 

【１２条】 

※１ 司法書士については、資産及び収入の状況の確認は不要。 

※２ 行政書士、公認会計士及び税理士による疑わしい取引の届出義務ついては、守秘義務に係る事項を除く。 

※３ カジノ事業者については、特定複合観光施設区域整備法において別途その義務が定められている。  
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《特定事業者と義務②》 

義務付け 

られた措置 

 

 

特定事業者 

【法２条２項】 

コルレス契約等締結時の厳格な確認 外国為替取引等に係る通知義務 

外国所在為替取

引業者との契約 

 

【９条】 

外国所在 電子 決

済手段等 取引 業

者との契約 

【10 条の２】 

外国所在暗号 資

産交換業者と の

契約 

【10 条の４】 

外国為替取引 

 

 

【10 条】 

電子決済 手段 の

移転 

 

【10 条の３】 

暗号資産の移転 

 

 

【10 条の５】 

業として為替取引

を行う特定事業者 

（１号～15 号、

31 号） 

外国銀行との間

で、為替取引を継

続的に又は反復

して行うことを

内容とする契約

（コルレス契約）

を締結する際に、

相手方の体制を

確認しなければ

ならない 

（※） × 

外国為替取引 を

委託するときは、

顧客及び支払 の

相手方に係る 本

人特定事項等 を

通知して行わ れ

なければなら な

い 

（※） × 

電子決済手段等取

引業者 

（31 号の２） 

× 

外国所在 電子 決

済手段等 取引 業

者との間で、電子

決済手段 の移 転

を継続的 に又 は

反復して 行う こ

とを内容 とす る

契約を締 結す る

際に、相手方の体

制を確認 しな け

ればならない 

× × 

電子決済 手段 の

移転を行 うと き

などは、顧客及び

移転の相 手方 に

係る本人 特定 事

項等を通 知し て

行わなけ れば な

らない 

× 

暗号資産交換業者 

（32 号） 

× × 

外国所在暗号 資

産交換業者と の

間で、暗号資産の

移転を継続的 に

又は反復して 行

うことを内容 と

する契約を締 結

する際に、相手方

の体制を確認 し

なければなら な

い 

× × 

暗号資産の移 転

を行うときな ど

は、顧客及び移転

の相手方に係 る

本人特定事項 等

を通知して行 わ

なければなら な

い 

※ 法２条２項１号～15 号及び 31 号の特定事業者のうち電子決済手段を発行する者は、その発行する電子決済手段について電子決済手段等取

引業を行うことができるとされており、これら特定事業者が電子決済手段等取引業を行う場合には、当該特定事業者は電子決済手段等取引業者

とみなされ、犯罪収益移転防止法第 10 条の２及び第 10 条の３の義務を負う。 

  

別表４－２ 
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３．特定業務と特定取引等 

犯罪収益移転防止法では、特定事業者が行う業務の全てが必ずしも義務の対象となるわけではなく、義務の

対象となる業務（「特定業務」）の範囲が定められています。例えば、宅地建物取引業者であれば、宅地建物の

売買又はその代理若しくは媒介に係る業務が同法の義務の対象であって、宅地建物の賃貸に係る業務は対象と

なりません。 

同様に、司法書士や公認会計士であれば、①宅地建物の売買に関する行為又は手続、②会社等の設立又は合併

等に関する行為又は手続、③現金、預金等の財産の管理又は処分、についての代理又は代行に係るものが同法の

義務の対象であって、依頼者からの法律相談や監査業務等は対象となりません。 

また、特定事業者が顧客等と取引を行う際に取引時確認が必要となるのは、全ての取引についてではなく、特

定業務のうち一定の取引（「特定取引等」）とされています。 

例えば、宝石・貴金属等取扱事業者であれば、特定業務である宝石・貴金属等の売買業務のうち、代金の支払

が現金で 200 万円を超える宝石・貴金属等の売買契約の締結が特定取引等として取引時確認が必要になりま

す。＜別表５参照＞ 

特定取引等は、特定取引とマネー・ローンダリングに用いられるおそれが特に高い取引（以下「ハイリスク取

引」という。）に分かれており、いずれの取引であるかにより、確認事項及びその確認方法が異なることとなり

ます（詳しくは「４．取引時確認とは」を参照してください。）。 

なお、取引によっては、特定取引に該当し、かつ、ハイリスク取引に該当するものや、ハイリスク取引ではあ

るが、特定取引には該当しない取引もあります。＜別表６参照＞。 

 

《特定取引》 

次の二類型の取引をいいます。 

① 対象取引 

犯罪収益移転防止法施行令第７条に列挙されている取引（※）をいいます。預貯金口座の開設や大口現

金取引、クレジットカード契約の締結等、特定事業者の業態ごとに、取引時確認をすべき取引が規定され

ています。 

※ 国又は地方公共団体に対する金品の納付又は納入に係る取引や公共料金、入学金等の支払等、簡素

な顧客管理を行うことが許容される取引として、犯罪収益移転防止法施行規則第４条に掲げられてい

る取引は除かれます。 

※ 敷居値以下の取引であっても、一回当たりの取引の金額を減少させるために一の取引を分割してい

ることが一見して明らかなものは、一の取引とみなします。 

② 特別の注意を要する取引 

対象取引以外の取引で、顧客管理を行う上で特別の注意を要するものとして次に掲げる取引をいいます。

敷居値以下の取引や簡素な顧客管理を行うことが許容される取引であっても、特別の注意を要する取引に

該当する可能性があることに留意が必要です。 

○ マネー・ローンダリングの疑いがあると認められる取引 

○ 同種の取引の態様と著しく異なる態様で行われる取引 

※ 平成 27 年改正犯罪収益移転防止法政省令（平成 28 年 10 月１日施行）により、②の特別の注意

を要する取引が、新たに特定取引とされました。 
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《ハイリスク取引》 

次のいずれかに該当する取引をいいます。 

○ なりすましの疑いがある取引又は取引時確認に係る事項を偽っていた疑いがある顧客等との取引 

 具体的には、次の取引をいいます。 

・ 取引の相手方が、取引の基となる継続的な契約の締結（例えば、預貯金契約の締結）に際して行われた

取引時確認に係る顧客等又はその代表者等になりすましている疑いがある場合の当該取引 

  ・ 取引の基となる継続的な契約の締結に際して取引時確認が行われた際に取引時確認に係る事項を偽っ

ていた疑いがある顧客等又はその代表者等との取引 

 ○ 特定国等に居住・所在している顧客等との取引 

   マネー・ローンダリング対策が不十分であると認められる特定国等（現時点ではイラン及び北朝鮮）に居

住している顧客等との取引等をいいます。 

○ 外国ＰＥＰｓ（重要な公的地位にある者（Politically Exposed Persons））との取引 

  下記の者との取引をいいます。 

  ① 外国の元首 

② 外国において下記の職にある者 

・我が国における内閣総理大臣その他の国務大臣及び副大臣に相当する職 

・我が国における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長又は参議院副議長に相当する職 

・我が国における最高裁判所の裁判官に相当する職 

・我が国における特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表又は全権委員に相当する職 

・我が国における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、

航空幕僚長又は航空幕僚副長に相当する職 

・中央銀行の役員 

・予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人の役員 

  ③ 過去に①又は②であった者 

  ④ ①～③の家族 

  ⑤ ①～④が実質的支配者である法人 

 

※ 平成 27 年改正犯罪収益移転防止法政省令（平成 28 年 10 月１日施行）により、外国ＰＥＰｓとの

取引が、新たにハイリスク取引とされました。 
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別表５  

《特定事業者の義務の範囲》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

特定事業者以外 特定事業者 

本法の 
対象外 

特定取引等 

・取引記録等の作成・保存※ 

・疑わしい取引の届出 

・取引時確認 

・取引時確認を行った 

場合には確認記録の 

作成・保存 

特定業務以外 

本法の 
対象外 

※特定業務に係る取引のうち

少額取引等を除きます 

特定業務 



18 
 

 

《特定取引とハイリスク取引の関係》 

 

 

  

特定取引 対象取引 ＝ ＋ 特別の注意を要する取引 

別表６ 

特定取引等 ＝ 特定取引 ＋ ハイリスク取引 

特 別 の 注 意 を

要 す る 取 引  

ハ イ リ ス ク 取 引  

対象取引 対象取引以外の取引 

通常の特定取引 ＝ 特定取引 － ハイリスク取引 

特別の注意を
要する取引 

対象取引 

① 

② 

③ 

① 特定取引（着色部分） 

特別の注意を
要する取引 

対象取引 

② 特定取引等（着色部分） 

ハイリスク取引 

特別の注意を
要する取引 

対象取引 

③ 通常の特定取引（着色部分） 

ハイリスク取引 
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別表７ 
《特定事業者の特定業務と特定取引》 

特定事業者 特定業務 
特定取引 

対象取引  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特

別

の

注

意

を

要

す

る

取

引 

金融機関等 金融業務等 
預貯金契約の締結、 

200 万円を超える大口現金取引  等 

ファイナンス

リース事業者 

ファイナンスリース業務 

※ 途中解約できないもの等であって、賃借人が賃貸物

品の使用にともなう利益を享受し、かつ、費用を負担

するものをいう 

１回の賃貸料が 10 万円を超えるファイナンスリ

ース契約の締結 

クレジットカ

ード事業者 
クレジットカード業務 クレジットカード交付契約の締結 

カジノ事業者 カジノ業務 チップの交付又は付与をする取引 等 

宅地建物取引

業者 
宅地建物の売買又はその代理若しくは媒介業務 

宅地建物の売買契約の締結又はその代理若しくは

媒介 

宝石・貴金属

等取扱事業者 

貴金属（金、白金、銀及びこれらの合金）若しくは

宝石（ダイヤモンドその他の貴石、半貴石及び真

珠）又はこれらの製品の売買業務 

代金の支払が現金で 200 万円を超える宝石・貴

金属等の売買契約の締結 

郵 便 物 受 取

サービス業者 
郵便物受取サービス業務 役務提供契約の締結 

電話受付代行

業者 
電話受付代行業務 

役務提供契約の締結 

※ 電話による連絡を受ける際に代行業者の商号等を

明示する条項を含む契約の締結は除く 

※ コールセンター業務等の契約の締結は除く 

電話転送サー

ビス事業者 
電話転送サービス業務 役務提供契約の締結 

司法書士 

行政書士 

公認会計士 

税理士 

以下の行為の代理又は代行（特定受任行為の代理

等）に係るもの 

・宅地又は建物の売買に関する行為又は手続 

・会社等の設立又は合併等に関する行為又は手続 

・現金、預金、有価証券その他の財産の管理・処分 

※ 租税、罰金、過料等の納付は除く 

※ 成年後見人等裁判所又は主務官庁により選任され

る者が職務として行う他人の財産の管理・処分は除く 

以下の特定受任行為の代理等を行うことを内容と

する契約の締結 

・宅地又は建物の売買に関する行為又は手続 

・会社等の設立又は合併等に関する行為又は手続 

・200 万円を超える現金、預金、有価証券その他

の財産の管理又は処分 

※ 任意後見契約の締結は除く 

 

（特定業務から除かれているものは、特定取引に

も該当せず、取引時確認の対象ではありません） 

※ 敷居値以下の取引であっても、一回当たりの取引の金額を減少させるために一の取引を分割しているこ

とが一見して明らかなものは一の取引とみなすため、特定取引に該当する場合があります。 
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４．取引時確認とは 

「取引時確認」とは、特定事業者が特定取引等に際して行わなければならない確認をいいます。 

「取引時確認」の確認事項及びその確認方法は、行おうとする取引が「通常の特定取引」（特定取引であっ

てハイリスク取引に該当しないものをいう。以下同じ。）と「ハイリスク取引」のいずれに該当するかにより

異なります。 

 

【顧客等についての確認】 

「顧客等」とは、「顧客」及び「顧客に準ずる者」のことをいいます。 

「顧客」とは、特定事業者が特定業務において行う特定取引等の相手方をいい、これに当たるか否かについて

は、取引を行うに際して取引上の意思決定を行っているのは誰かということと、取引の利益（計算）が実際には

誰に帰属するのかということを総合判断して決定されます。 

そのため、例えば、Ａの名義において宅地建物取引業者と宅地建物の売買契約を締結しようとする場合であ

っても、実際には B がお金を出して宅地建物を購入して使用するつもりであり、Ａは B の単なる手足として契

約の締結をしようとしている場合には、「顧客」は B であり、A は現に取引の任に当たっている自然人（代表

者等）にすぎないと考えられます。 

「顧客に準ずる者」とは、信託の受益者のことをいいます。 

 

《通常の特定取引》 

通常の特定取引を行うに際しては、次の事項の確認を行うこととなります。 

○ 本人特定事項 

○ 取引を行う目的 

○ 職業（自然人）又は事業の内容（法人・人格のない社団又は財団） 

○ 実質的支配者（法人） 

※ ただし、顧客等が国、地方公共団体、上場企業等である場合には、取引の任に当たっている自然人（代

表者等）の本人特定事項のみを確認します。また、顧客等が人格のない社団・財団である場合には、取引

の任に当たっている自然人（代表者等）の本人特定事項、取引を行う目的、事業の内容を確認します。 

 

《ハイリスク取引》 

ハイリスク取引を行うに際しては、通常の特定取引と同様の確認事項に加え、その取引が２００万円を超え

る財産の移転を伴うものである場合には「資産及び収入の状況」の確認を行うこととなります。 

また、マネー・ローンダリングに利用されるおそれの高い取引であることを踏まえ、「本人特定事項」及び

「実質的支配者」については、通常の特定取引を行う場合よりも厳格な方法により確認を行うこととされてい

ます。（５－２【本人特定事項の確認の方法（ハイリスク取引の場合）】、８【実質的支配者の確認方法】

《ハイリスク取引の場合》参照） 
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【代表者等についての確認】 

特定取引等の任に当たっている自然人が顧客等と異なる場合（例えば、顧客等が法人である場合や、自然

人の顧客等の代理人が取引の任に当たっている場合）には、顧客等についての確認に加え、当該取引の任に

当たっている自然人（代表者等）について、その本人特定事項の確認を行うこととなります（「代表者等」

は、法人を代表する権限を有している者には限られません。）。 

また、代表者等の本人特定事項を確認するに当たっては、その前提として、代表者等が委任状を有している

こと、電話により代表者等が顧客等のために取引の任に当たっていることが確認できることなどの当該代表者

等が顧客等のために特定取引等の任に当たっていると認められる事由が必要となります。 

※ 犯罪収益移転防止法施行規則の改正により、平成 28 年 10 月１日以後は、社員証を有していること、

役員として登記されていること（代表権限を有している場合を除く。）は、代表者等が顧客等のために特

定取引等の任に当たっていると認められる事由ではなくなりました。 

 

《通常の特定取引》 

通常の特定取引に際して行う顧客等の本人特定事項の確認と同様の方法で確認することとなります。 

 

《ハイリスク取引》 

ハイリスク取引に際して行う顧客等の本人特定事項の確認と同様の方法で確認することとなります。 
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５－１．本人特定事項の確認とは 

「本人特定事項の確認」とは、顧客等又は代表者等の本人特定事項（確認の対象が自然人である場合は氏名、

住居及び生年月日、法人である場合は名称及び本店又は主たる事務所の所在地）について、運転免許証等の公的

証明書等により確認することをいいます。 

本人特定事項の確認を確実に行うことは、仮名取引やなりすましによる取引の防止に資するものです。 

 

《本人特定事項》 

 本人特定事項 

自 然 人 氏 名 住 居 生年月日 

法  人 名 称 
本店又は主たる事務

所の所在地 
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５－２．本人特定事項の確認に必要な書類と確認方法 

【本人特定事項の確認の際に必要となる本人確認書類】 

 本人特定事項の確認を行う際に必要となる公的証明書等（本人確認書類）については、確認の対象が自然人で

ある場合、法人である場合等に分けて定められています。その主な例は、以下のとおりです。 

なお、有効期限のある公的証明書等については、特定事業者が提示又は送付を受ける日において有効なもの

である必要があります。また、有効期限のない公的証明書等については、原則として、特定事業者が提示又は送

付を受ける日の前 6 ヶ月以内に作成されたものに限られます。 
 

１ 自然人（３、４の外国人を除く。） 

① 

ア 運転免許証、運転経歴証明書、在留カード・特別永住者証明書・マイナンバーカード等

のうち顔写真のあるもの、旅券（パスポート）等 

イ 上記のほか、官公庁発行書類等で氏名、住居、生年月日の記載があり、顔写真が貼付さ

れているもの 

② 

ア 在留カード・特別永住者証明書・マイナンバーカード等のうち顔写真のないもの、資格

確認書等、国民年金手帳、母子健康手帳、特定取引等に使用している印鑑に係る印鑑登

録証明書 等 

③ 

ア ②以外の印鑑登録証明書、戸籍の附票の写し、住民票の写し・住民票記載事項証明書 

イ 上記のほか、官公庁発行書類等で氏名、住居、生年月日の記載があり、顔写真のないも

の（マイナンバーの通知カードを除く。） 

 

２ 法人（４の外国法人を除く。） 

○ 登記事項証明書、印鑑登録証明書 

○ 上記のほか官公庁発行書類等で法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載がある

もの 

 

３ 本邦内に住居を有しない短期在留者（観光者等）であって、旅券等の記載によって当該外国人の属する国

における住居を確認することができないもの（一定の取引を行う場合に限る。） 

○  氏名、生年月日の記載がある旅券、乗員手帳、船舶観光上陸許可書 

 

４ 本邦に在留していない外国人及び外国に本店又は主たる事務所を有する法人 

○ 上記１、２のほか、日本国政府の承認した外国政府又は国際機関の発行した書類等であって、

本人特定事項の記載があるもの 

 

《本人確認書類に記載若しくは記録されている住居等が現在のものでないとき又

は住居等の記載がないとき》 
本人特定事項の確認を行う場合において、顧客等又は代表者等の現在の住居等が本人確認書類等と異なる場

合又は住居等の記載がないときは、他の本人確認書類や補完書類（納税証明書、社会保険料領収証書、公共料

金領収証書、官公庁発行書類等（有効期間又は有効期限のあるものにあっては特定事業者が提示又は送付を受

ける日において有効なものに、その他のものにあっては領収日付の押印又は発行年月日の記載のあるもので、

その日付が提示又は送付を受ける日の前 6 ヶ月以内のものに限る。））の提示を受け、又はこれらの書類若し

くはその写しの送付を受け、現在の住居等を確認する必要があります。 

※ ただし、マイナンバーの通知カードは補完書類に含まれません。 

※ 旅券等のように住居等の記載が必須とされていないものを除き、本人確認書類であるためには住居等の

記載がある必要があります。 
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《留意事項》 
 マイナンバー（個人番号）、基礎年金番号、被保険者記号・番号等の収集等をすること又は告知を求めること

は他法令により禁止されています。 

 そのため、当該番号等の収集等をすること又は告知を求めることが禁止されている本人確認書類（例えばマ

イナンバーカード、国民年金手帳、国民健康保険等の資格確認書など。）の提示を受ける場合には、当該番号等

を書き写すことのないようにし、写しを取る際には、マイナンバーカードにあっては裏面の写しを取らないよ

うにし、国民年金手帳及び国民健康保険等の資格確認書等にあっては当該写しの番号等部分を復元できない程

度にマスキングを施した上で当該写しを確認記録に添付するようにしてください。 

 また、当該番号等の収集等をすること又は告知を求めることが禁止されている本人確認書類の写しの送付を

受ける場合には、マイナンバーカードにあっては表面のみの写しの送付を受け、それ以外の書類にあってはあ

らかじめ顧客等に対し当該番号等にマスキングを施すよう求め、マスキングを施された写しの送付を受けるよ

うにし、当該番号等にマスキングが施されていない写しの送付を受けた場合については、当該番号等を復元で

きない程度にマスキングを施した上で当該写しを確認記録に添付するようにしてください。 

※ 確認記録については、「１３．確認記録の作成・保存」を参照してください。 

 

【本人特定事項の確認の方法（通常の特定取引の場合）】 

本人特定事項の確認を行う方法については、顧客等が自然人である場合、法人である場合等に分けて定めら

れています。その主な例は、以下のとおりです。 

※ 代表者等の本人特定事項の主な確認方法は、顧客等が自然人である場合の確認方法に準じます。 

 

《対面での取引》※本人確認書類の写しの提示は不可 

１ 自然人（３の場合を除く。） 

○ 顧客等又は代表者等から、２３ページ１①又は４の本人確認書類（以下「写真付き本人確認書

類」という。）の提示を受ける方法（２３ページ１①イの本人確認書類のうち一を限り発行さ

れた書類でないものについては、顧客等の本人確認書類の代表者等からの提示を除く。） 

○ 代表者等から、顧客等の２３ページ１①イの本人確認書類（一を限り発行された書類でないも

のに限る。）の提示を受けるとともに、本人確認書類に記載されている顧客等の住居宛に、取

引関係文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法 

○ 顧客等又は代表者等から、２３ページ１②の本人確認書類の提示を受けるとともに、 

ⅰ）本人確認書類に記載されている顧客等の住居宛に、取引関係文書を書留郵便等により、転送

不要郵便物等として送付する 

又は 

ⅱ）提示を受けた本人確認書類以外の本人確認書類（２３ページ１①アの本人確認書類を除く。）

又は補完書類の提示を受ける（２３ページ１①イの本人確認書類のうち一を限り発行された書

類でないものについては、顧客等の本人確認書類の代表者等からの提示に限る。） 

又は 

ⅲ）提示を受けた本人確認書類以外の本人確認書類若しくは補完書類又はその写しの送付を受け

る方法 

○ 顧客等又は代表者等から、２３ページ１③の本人確認書類の提示を受けるとともに、本人確認

書類に記載されている顧客等の住居宛に、取引関係文書を書留郵便等により、転送不要郵便物

等として送付する方法 

 

２ 法人 

○ 顧客等の代表者等から、２３ページ２又は４の本人確認書類の提示を受ける方法 
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○ 顧客等の代表者等から、顧客等の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の申告を受け、かつ、

一般財団法人民事法務協会が運営している登記情報提供サービスから登記情報の送信を受ける

方法 

○ 顧客等の代表者等から、顧客等の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の申告を受けるとと

もに、国税庁・法人番号公表サイトにより公表されている当該顧客等の名称及び本店又は主た

る事務所の所在地を確認する方法 

 

３ 本邦内に住居を有しない短期在留者（観光者等）であって、旅券等の記載によって当該外国人の 

属する国における住居を確認することができないもの 

○ 住居の確認ができなければ本人特定事項の確認が必要な取引は原則として行うことはできない

が、外貨両替、宝石・貴金属等の売買（宝石・貴金属等の引渡しと同時にその代金の全額を受

領するものに限る。）、カジノにおけるチップの交付等については、国籍及び旅券等の番号の

記載のある２３ページ３の本人確認書類の提示を受ける方法により取引可能 

※ 上陸許可の証印等によりその在留期間が 90 日を超えないと認められるときは、「本邦内

に住居を有しない」ことに該当します。 

 

《非対面での取引》（インターネット、郵送での取引等） 

１ 自然人 

○ 顧客等又は代表者等から、特定事業者が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情

報（当該ソフトウェアにより撮影された顧客等の容貌及び写真付き本人確認書類）の送信を受

ける方法 

○ 顧客等又は代表者等から、特定事業者が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情

報（当該ソフトウェアにより撮影された顧客等の容貌）の送信及び写真付き本人確認書類に組

み込まれたＩＣチップ情報の送信を受ける方法 

○ 顧客等又は代表者等から、特定事業者が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情

報（当該ソフトウェアにより撮影された本人確認書類（２３ページ１①、②又は４のうち一を

限り発行されたもの））の送信又は当該ソフトウェアを使用して読み取らせた本人確認書類に

組み込まれたＩＣチップ情報の送信を受けるとともに、他の特定事業者が預貯金契約又はクレ

ジットカード契約の締結を行った際に取引時確認を行い、その確認に係る確認記録を保存し、

かつ、当該顧客等又は代表者等から本人しか知り得ない事項の申告を受けることにより、当該

顧客等が当該記録に記録されている顧客等と同一であることを確認していることを確認する方

法 

○ 顧客等又は代表者等から、特定事業者が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情

報（当該ソフトウェアにより撮影された本人確認書類（２３ページ１①、②又は４のうち一を

限り発行されたもの））の送信又は当該ソフトウェアを使用して読み取らせた本人確認書類に

組み込まれたＩＣチップ情報の送信を受けるとともに、顧客等又は代表者等の本人特定事項の

確認済みの預貯金口座に金銭を振り込み、顧客等から預貯金通帳の写し等の送付を受ける方法 

○ 顧客等又は代表者等から、２３ページ１又は４の本人確認書類の送付を受けるとともに、当該

本人確認書類に記載されている顧客等の住居宛に、取引関係文書を書留郵便等により、転送不

要郵便物等として送付する方法 

○ 顧客等又は代表者等から、２３ページ１又は４の本人確認書類に組み込まれたＩＣチップ情報

の送信を受けるとともに、当該情報に記録されている顧客等の住居宛に、取引関係文書を書留

郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法 
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○ 顧客等又は代表者等から、特定事業者が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情

報（当該ソフトウェアにより撮影された本人確認書類（２３ページ１①又は②のうち一を限り

発行されたもの））の送信を受けるとともに、当該本人確認用画像情報に記録されている顧客

等の住居宛に、取引関係文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法 

○ 顧客等又は代表者等から、２３ページ１又は４の本人確認書類（現在の住居の記載があるもの）

２通の写しの送付を受けるとともに、当該本人確認書類の写しに記録されている顧客等の住居

宛に、取引関係文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法 

○ 顧客等又は代表者等から、２３ページ１又は４の本人確認書類の写し及び現在の住居の記載が

ある補完書類（本人確認書類に現在の住居の記載がない場合は、当該本人確認書類及び補完書

類２通）又はその写しの送付を受けるとともに、当該本人確認書類等に記載されている顧客等

の住居宛に、取引関係文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法 

○ 給与振込口座を開設する場合に、顧客等又は代表者等から、２３ページ１又は４の本人確認書

類の写しの送付を受けるとともに、当該本人確認書類の写しに記載されている顧客等の住居宛

に、取引関係文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法 

○ 証券口座を開設する場合に、顧客等又は代表者等から、２３ページ１又は４の本人確認書類の

写しの送付及びマイナンバーの提供を受けるとともに、当該本人確認書類の写しに記録されて

いる顧客等の住居宛に、取引関係文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する

方法 

 

２ 法人 

○ 顧客等の代表者等から、顧客等の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の申告を受け、かつ、

一般財団法人民事法務協会が運営している登記情報提供サービスから登記情報の送信を受ける

（当該顧客等を代表する権限を有する役員として登記されていない顧客等の代表者等から当該

申告を受けるときは、上記方法に加え、当該顧客等の本店等宛に、取引関係文書を書留郵便等

により、転送不要郵便物等として送付する）方法 

○ 顧客等の代表者等から、顧客等の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の申告を受けるとと

もに、国税庁・法人番号公表サイトにより公表されている当該顧客等の名称及び本店又は主た

る事務所の所在地を確認し、かつ、当該顧客等の本店等宛に、取引関係文書を書留郵便等によ

り、転送不要郵便物等として送付する方法 

○ 顧客等の代表者等から、２３ページ２又は４に掲げる本人確認書類又はその写しの送付を受け

るとともに、本人確認書類に記載されている顧客等の本店又は主たる事務所宛に、取引関係文

書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法 

 
《カード代替電磁的記録を用いた本人特定事項の確認》 
自然人のみ 

○ 顧客等から、カード代替電磁的記録を構成する電磁的記録のうち、当該顧客等の氏名、住居、

生年月日及び写真の情報が記録されているものの送信を受けるとともに、当該電磁的記録が当

該送信を行った当該顧客等のものであることの確認をする方法 

 
《本人限定郵便による本人特定事項の確認》 
 自然人のみ 

○ その取扱いにおいて名宛人又は差出人の指定した名宛人に代わって受け取ることができる者

に限り交付する郵便等（特定事業者に代わって住居を確認し、写真付き本人確認書類の提示を

受けるとともに、本人特定事項の確認を行った者の氏名等、本人確認書類の提示を受けた日付

及び時刻、本人確認書類の名称、記号番号等を特定事業者に伝達する措置がとられているもの

に限る。）により、顧客等に対して、取引関係文書を送付する方法 
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○ その取扱いにおいて名宛人又は差出人の指定した名宛人に代わって受け取ることができる者

に限り交付する郵便等（特定事業者に代わって住居を確認し、カード代替電磁的記録を構成す

る電磁的記録のうち、氏名、住居、生年月日及び写真の情報が記録されているものの送信を受

けるとともに、当該電磁的記録が当該送信を行った当該顧客等のものであることの確認を行

い、本人特定事項の確認を行った者の氏名等、送信を受けた日付を特定事業者に伝達する措置

がとられているものに限る。）により、顧客等に対して、取引関係文書を送付する方法 

 

《電子署名による本人特定事項の確認》 
１ 自然人 

○ 電子署名法又は公的個人認証法に基づく電子証明書（氏名、住居、生年月日の記録のあるもの

に限る。）及び当該電子証明書により確認される電子署名が行われた特定取引等に関する情報

の送信を受ける方法 

２ 法人 

○ 商業登記法に基づき登記官が作成した電子証明書及び当該電子証明書により確認される電子

署名が行われた特定取引等に関する情報の送信を受ける方法 

 

※ 顧客等が法人である場合、顧客等の本店等に代えて、当該顧客等の代表者等から、当該顧客等の営業所であ

ると認められる場所（以下「営業所」という。）の記載がある当該顧客等の本人確認書類等の提示等を受ける

とともに、当該営業所に宛てて取引関係文書を送付することもできます。 

※ 顧客等の住居又は本店等若しくは営業所等に取引関係文書を送付する方法に代えて、特定事業者の役職員

が顧客等の住居又は本店等若しくは営業所等に赴いて、当該顧客等又は代表者等に取引関係文書を交付する

こともできます。 
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【本人特定事項の確認の方法（ハイリスク取引の場合）】 

ハイリスク取引に際して行う本人特定事項の確認の方法については、通常の特定取引に際して行う確認の方

法に加え、追加の本人確認書類若しくは補完書類等の提示又は送付を受ける方法とされています。 

 

また、継続的な契約（例えば預貯金契約）に基づく取引（例えば預金の払戻し）に際し、なりすまし又は偽り

の疑いがある場合には、当該継続的な契約の締結に際して確認した書類以外の書類を少なくとも１つ確認する

こととされています。例えば、預貯金契約（継続的な契約）の締結に際して運転免許証及びマイナンバーカード

の写しの送付を受け取引関係文書を送付する方法により確認を行った場合には、ハイリスク取引に該当する預

金の払戻し（継続的な契約に基づく取引）に際しては、運転免許証及びマイナンバーカードの提示により確認を

行うことはできず、これらの書類以外の書類を少なくとも１つ用いることが必要となります。 

 

《ハイリスク取引の際の本人特定事項の確認方法》 
 

 

 

 

 

 

 

   ＋        ＋                ＋ 

 

 

 

 

 

 ※ 継続的な契約に基づく取引に際し、なりすまし又は偽りの疑いがある場合には、継続的な契約の 

締結に際して確認した書類以外の書類を少なくとも１つ用いることが必要  

通常の確認方法 

追加の確認方法 

本人確認書類又は補完書類の提示 

又は 

本人確認書類若しくは補完書類又は

それらの写しの送付 

本人確認書類の提示 

又は 

本人確認書類又はその写しの送付 

カード代替電磁的記録・電子

署名による場合 
本人確認書類を用いる場合 

本人確認書類による確認 
カード代替電磁的記録・電子

署名による確認 
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６．取引を行う目的の確認方法 

【取引を行う目的とは】 

 「取引を行う目的」とは、その取引によって達成したい事柄をいいます。 

具体的にどのような項目により確認するかは法令では定められておりませんので、各特定事業者において取

引の内容等を踏まえて決めていただく必要があります。 

 

【取引を行う目的の確認方法】 

通常の特定取引とハイリスク取引のいずれであっても、顧客等又はその代表者等から申告を受ける方法とさ

れています。 

具体的には、口頭で確認することのほか、特定事業者が作成した類型のチェックリストをチェックさせるな

どの方法によることとなります。 
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７．職業・事業の内容の確認方法 

【職業・事業の内容とは】 

 「職業」「事業の内容」とは、自然人については日常従事する仕事等、法人・団体については営利・非営利を

問わずその目的を達成するためになされる行為全般をいいます。 

取引を行う目的と同様に、具体的にどのような項目により確認するかについては、各特定事業者において決

めていただく必要があります（同様に、各行政庁から示されている「職業」「事業の内容」の類型も御参考と

してください。）。 

 

【職業・事業の内容の確認方法】 

 職業・事業の内容の確認方法は、通常の取引とハイリスク取引のいずれであっても、次の方法により確認する

こととなります。 

 

《顧客等が自然人又は人格のない社団・財団である場合》 

顧客等又はその代表者等から申告を受ける方法とされています。 

 「申告を受ける方法」の内容は、取引を行う目的の確認と同様です。 

 

《顧客等が国内法人である場合》 

登記事項証明書、定款等の書類又はその写しを確認する方法とされています。 

「確認する方法」としては、顧客等から提示又は送付を受ける方法のほか、特定事業者において当該書類を確

認する方法も含まれます。 

 

《顧客等が外国法人である場合》 

国内法人である場合と同様の方法に加え、「日本国政府が承認した外国政府が発行している書類等で、当該法

人の事業の内容の記載があるもの」又はその写しを確認する方法も含まれることとなります。 
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８．実質的支配者の確認方法 

【実質的支配者とは】 

 実質的支配者とは、法人の事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある者をいい、どのような

者が該当するかについては、法人の性質に従って定められています。 

 なお、平成 27 年の犯罪収益移転防止法施行規則改正（平成 28 年 10 月１日施行）により、議決権その他

の手段により当該法人を支配する自然人まで遡って確認することとされました。（下図参照） 

※ 例えば、新たに設立する株式会社の銀行口座開設手続を代表者自身が行う際に、この代表者が単独で議

決権の 50％超を保有している場合は、この代表者のみが実質的支配者となります。 

 

 

 

※ 資本多数決法人とは、株式会社、投資法人、特定目的会社等を指します。資本多数決法人でない法人に

は、一般社団・財団法人、学校法人、宗教法人、医療法人、社会福祉法人、特定非営利法人、持分会社（合

名会社、合資会社及び合同会社）等があります。 

 ※ 基本的には取引の時点での実質的支配者の該当性を判断することとなりますが、合理的な範囲で近接し

た時点（例えば、直近の株主総会開催時）での状況により判断することも認められます。 
 ※ 該当する自然人が複数いる場合には、その全てが実質的支配者に該当することとなります。 

 ※ 議決権の 25％超を保有する自然人（法人の収益総額の 25％超の配当を受ける自然人）であっても、他

に議決権の 50％超を保有する自然人（法人の収益総額の 50％超の配当を受ける自然人）が存在する場合

は、25％超の議決権を保有していても（法人の収益総額の 25％超の配当を受けていても）、実質的支配

者に該当しません。この場合、議決権の 50％超を保有する自然人（法人の収益総額の 50％超の配当を受

ける自然人）が実質的支配者に該当することとなります。 

 ※ 事業経営を支配する意思又は能力を有しないことが明らかな場合は、議決権の 25%超を有する自然人の

主観的要素だけでなく、法人との関係性等の客観的要素も踏まえた上で、社会通念上合理的に判断されま

す。 
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【実質的支配者の確認方法】 

 実質的支配者の確認方法は、通常の特定取引とハイリスク取引のいずれであるかにより、その確認方法が異

なります。 

 

《通常の特定取引の場合》 

当該顧客等の代表者等から、実質的支配者の本人特定事項について申告を受ける方法とされています。 

 

《ハイリスク取引の場合》 

通常の特定取引の場合と異なり、以下の書類又はその写し等を確認し、かつ、実質的支配者の本人特定事項

について当該顧客等の代表者等から申告を受ける方法とされています。 

○ 資本多数決の原則を採る法人の場合 

・ 顧客等の株主名簿 

・ 顧客等の株主名簿の写しを添付書類として作成された実質的支配者リスト  

○ 資本多数決の原則を採る法人以外の法人の場合 

・ 登記事項証明書 

 

【実質的支配者に関する規定の改正に伴う経過措置】 

 平成 27 年の犯罪収益移転防止法施行規則改正により、法人の実質的支配者を自然人まで遡って確認するこ

ととなるよう実質的支配者に関する規定の改正が行われたことから、当該改正の施行日（平成 28 年 10 月１

日）前に既に取引時確認を行っている顧客等であっても、施行日以後の取引の際に改めて、改正後の規定に基づ

く実質的支配者（以下「新実質的支配者」という。）の本人特定事項を確認する必要があります。 

ただし、施行日以後に行う取引が、施行日前に締結された継続的な契約に基づく取引に該当する場合や、施行

日前に新実質的支配者に該当する者の本人特定事項の確認を行っている場合には、施行日以後の取引の際に、

改めて新実質的支配者の本人特定事項を確認する必要はありません。 

また、新実質的支配者に該当する者のうちに、改正前の規定に基づく実質的支配者（以下「旧実質的支配者」

という。）に該当する者がある場合（本人特定事項の確認が行われている場合に限る。）には、当該者について、

改めて本人特定事項を確認する必要はありません。例えば、新実質的支配者に該当する者が二人おり、そのうち

一人が旧実質的支配者に該当する者であって、既にその本人特定事項の確認が行われている場合には、当該者

について、改めて本人特定事項の確認を行う必要はありません。 
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９．資産及び収入の状況の確認 

【資産及び収入の状況とは】 

 資産及び収入の状況は、ハイリスク取引が２００万円を超える財産の移転を伴うものである場合に、確認を

行うこととされています。 

具体的には、顧客等が当該取引を行うに相応な資産・収入を有しているかという観点から確認を行うことと

なります。 

 なお、当該事項は、疑わしい取引の届出を行うか否かの判断ができる程度に行うこととされており、必ずしも

顧客等の資産・収入の全部を確認することを求めるものではありません。 

どれくらいの範囲・程度で確認を行うかについては一律には定められておりませんので、各特定事業者にお

いて個別の取引の内容等に従って判断する必要があります。 

 

【資産及び収入の状況の確認方法】 

 顧客等の書類又はその写しを確認する方法とされています。 

どのような書類を用いるかについては、顧客等が自然人である場合、法人である場合に分けて定められてい

ます。 

 

《自然人の場合》 

 源泉徴収票、確定申告書、預貯金通帳、その他資産及び収入の状況を示す書類 

 

《法人の場合》 

 損益計算書、貸借対照表、その他資産及び収入の状況を示す書類 
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１０．既に取引時確認をしたことのある顧客等との取引 

特定事業者が取引を行う顧客等について既に取引時確認を行っており、かつ、当該取引時確認について記録

（確認記録）を保存している場合には、顧客等から記録されている者と同一であることを示す書類等の提示又

は送付を受けるか、顧客等しか知り得ない事項等の申告を受けることにより、顧客等が当該記録と同一である

ことを確認（特定事業者が顧客等と面識がある場合等、記録されている者と同一であることが明らかな場合は、

この限りではありません。）するとともに、確認記録を検索するための事項、取引等の日付、取引等の種類を記

録し、取引の日から７年間保存すれば、取引時確認済みの顧客等との取引として、改めて取引時確認を行う必要

はありません。 

※ ただし、以下の図にあるとおり、ハイリスク取引又は特別の注意を要する取引に該当する場合は、改めて

取引時確認を行う必要があります。 

  

【既に取引時確認を行ったことのある顧客等との取引】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【取引時確認済みの確認を行う場合】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

既に取引時

確認を行っ

ており 

 

かつ 

 

確認記録が

保存されて

いるか 取引時確認必要 

取引時確認不要 

※確認記録を検索
するための事項、取
引の日付、取引の種
類等を取引の日か
ら７年間保存 

No 

Yes 

（いずれかに該当するか） 

・記録と同一人物であることを示す

書類等の提示又は送付を受けたか 

・本人しか知り得ない事項等の顧客

が確認記録に記録されている顧客

と同一であることを示す事項の申

告を受けたか 

・面識があるなど、同一人物である

ことが明らかであるか 

Yes 

No 

取引時確認不要 

取引時確認が

必要な取引か 

取引時確認必要 

Yes ハイリスク

取引又は特

別の注意を

要する取引

か 

No 

Yes 

Yes 

取引時確認

済みの確認

を行ったか 

No No 

取引時確認必要 
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１1．平成 23 年改正犯罪収益移転防止法の施行前に確認をした

ことのある顧客等との取引 

従来、犯罪収益移転防止法施行前から取引のある顧客等と、同法施行後（平成 20 年３月１日以降）に本人確

認が必要となる取引を行う場合には、同法施行前に、本人確認の方法に準じて顧客等を特定するに足りる事項

の確認を行い、かつ、本人確認記録の作成・保存の方法に準じて当該顧客等に関する記録を作成・保存している

場合には、当該確認を本人確認と、当該記録を本人確認記録とみなして、上記の方法による本人確認済みの顧客

等であることの確認、記録を行うことにより、本人確認済みの顧客等との取引として扱うことができることと

されていました。 

 

 平成 23 年改正犯罪収益移転防止法により確認事項の追加等がされたことに伴い、同様に、同法の施行後（平

成 25 年４月１日以降）に通常の特定取引を行う場合には、同法の施行前に本人確認等を行っている顧客等と

の取引について、次のような経過措置が設けられています。 

 なお、次の経過措置については、通常の特定取引を行う場合についてのものであり、ハイリスク取引を行う場

合には、ハイリスク取引に際して行う確認が必要となりますので注意してください。 

 

《本人特定事項の確認を行い、その記録を保存している場合》 

 本人特定事項の確認を行い、その記録を保存している場合には、既に本人特定事項の確認を行っている顧客

等であることの確認を行えば、本人特定事項以外の確認事項のみの確認を行えばよいこととされています。 

 

《本人特定事項の確認＋取引を行う目的等の確認を行い、その記録を保存している場合》 

 全ての確認事項の確認を行い、その記録を保存している場合には、「既に取引時確認を行っている顧客等との

取引」と同様の取扱いとなり、既に確認を行っている顧客等であることの確認を行えば、改めて取引時確認を行

う必要はありません（「１０．既に取引時確認をしたことのある顧客等との取引」も参照してください。）。 

 

《施行日前の継続的な契約に基づく取引を行う場合》 

 平成２５年４月１日以降に行う通常の特定取引が平成 23 年改正犯罪収益移転防止法の施行前に締結された

継続的な契約（契約の締結に際して本人確認を行い、その記録を保存している場合に限ります。）に基づく取引

に該当する場合には、既に本人確認を行っていることを確認すれば、改めて取引時確認を行う必要はありませ

ん。 

 例えば、平成２５年３月３１日以前に締結した預貯金契約の締結（継続的な契約の締結）に基づく 200 万円

を超える預金の払戻し（基づく取引）をする場合が該当します。 

 

※ いずれの場合も、本人確認の代わりに金融機関等本人確認法に基づく確認や、犯罪収益移転防止法の施

行前に本人確認に相当する確認を行っている顧客等については、それぞれ同様の取扱いとなります。 
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１２．令和４年 12 月改正犯罪収益移転防止法の施行前に確認

をしたことのある顧客等との取引（士業者） 

 

 令和４年 12 月改正犯罪収益移転防止法により、いわゆる士業者のうち、司法書士・行政書士・公認会計士・

税理士について、取引時確認を行う際には、本人特定事項の確認に加え、新たに取引目的等（取引を行う目的、

職業・事業の内容、実質的支配者）の確認義務が追加等されました。確認事項の追加等がされたことに伴い同法

の施行後（令和６年４月１日以降）に通常の特定取引を行う場合には、同法の施行前に本人確認等を行っている

顧客等との取引について、次のような経過措置が設けられています。 

 なお、次の経過措置については、通常の特定取引を行う場合についてのものであり、ハイリスク取引を行う場

合には、ハイリスク取引に際して行う確認が必要となりますので注意してください。 

 

《本人特定事項の確認を行い、その記録を保存している場合》 

 本人特定事項の確認を行い、その記録を保存している場合には、既に本人特定事項の確認を行っている顧客

等であることの確認を行えば、本人特定事項以外の確認事項のみの確認を行えばよいこととされています。 

 

《本人特定事項の確認＋取引を行う目的等の確認を行い、その記録を保存している場合》 

 全ての確認事項の確認を行い、その記録を保存している場合には、「既に取引時確認を行っている顧客等との

取引」と同様の取扱いとなり、既に確認を行っている顧客等であることの確認を行えば、改めて取引時確認を行

う必要はありません（「１０．既に取引時確認をしたことのある顧客等との取引」も参照してください。）。 
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１３．確認記録の作成・保存 

特定事業者が取引時確認を行った場合には、直ちに確認記録を作成し、特定取引等に係る契約が終了した日

から７年間保存しなければなりません。 

なお、顧客等が自然人と法人のいずれであるかや、代表者等による取引であるかなどの取引の方法や、本人確

認書類の提示を受けたか、送付を受けたかなどの取引時確認の方法により記録すべき事項が異なります。 
また、取引時確認の方法に応じて、確認記録に書類等を添付する必要があります。 
確認記録については様式や書式等は特に定められていませんが、参考として＜別表８＞に書式例を記載して

います。 

 

【確認記録の記録事項】 
○ 確認事項等 

・顧客等の本人特定事項（自然人：氏名・住居・生年月日、法人：名称・所在地） 

・代表者等による取引のときは、当該代表者等の本人特定事項、当該代表者等と顧客等との関係及び

当該代表者等が顧客等のために取引の任に当たっていると認めた理由 

・顧客等が国、地方公共団体、人格のない社団又は財団、上場企業等（国等）であるときは、当該国

等を特定するに足りる事項 

・取引を行う目的 

・職業又は事業の内容 

・顧客等が法人である場合は、実質的支配者の本人特定事項、実質的支配者と顧客等との関係 

 

○ 確認のためにとった措置等 

・本人特定事項の確認を行った方法 

・本人確認書類又は補完書類の提示を受けたときは、名称、記号番号その他の当該書類を特定するに

足りる事項 

・本人確認書類に現在の住居等の記載又は記録がないため、他の本人確認書類又は補完書類の提示を

受けることにより住居等の確認を行ったときは、当該確認に用いた本人確認書類又は補完書類の名

称、記号番号その他の当該書類を特定するに足りる事項 

・顧客等が法人である場合に、本人確認書類又は補完書類に記載のある営業所等に取引関係文書を送

付したとき又は当該営業所等に赴いて取引関係文書を交付したときは、営業所の名称、所在地その

他の当該場所を特定するに足りる事項及び当該場所の確認の際に提示を受けた本人確認書類又は補

完書類の名称、記号番号その他の当該書類を特定するに足りる事項 

・顧客等が法人であるときは、事業の内容の確認を行った方法及び確認をした書類の名称その他の当

該書類を特定するに足りる事項 

・顧客等が法人であるときは、実質的支配者の確認を行った方法（ハイリスク取引のときは、確認を

した書類の名称その他の当該書類を特定するに足りる事項 

・資産および収入の状況の確認を行ったときは、その確認を行った方法及び確認をした書類の名称そ

の他の当該書類を特定するに足りる事項 

・顧客等が本邦に住居を有しない旅行者等の短期在留者であって、上陸許可の証印等により在留期間

の確認を行ったときは、当該確認に用いた旅券等の名称、日付、記号番号その他の当該旅券等を特

定するに足りる事項 

 

○ 確認のための措置をとった日付等 

・本人確認書類又は補完書類の提示を受けたとき（ハイリスク取引に際して追加の書類として提示を

受けたときを除く。）は、その日付及び時刻 

・本人確認書類若しくは補完書類又はその写しの送付を受けたときは、その日付 

・カード代替電磁的記録を構成する電磁的記録の送信を受けたときは、その日付 

・取引関係文書を送付したときは、その日付 

・本人確認用画像情報の送信を受けたときは、その日付 
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・ＩＣチップ情報の送信を受けたときは、その日付 

・他の特定事業者が預貯金契約又はクレジットカード契約の締結を行った際に当該顧客等の本人特定

事項の確認を行い、その確認に係る確認記録を保存し、かつ、当該顧客等又は代表者等から本人し

か知り得ない事項の申告を受けることにより、当該顧客等が当該記録に記録されている顧客等と同

一であることを確認していることの確認を行ったときは、その日付 

・顧客等の本人特定事項の確認済みの預貯金口座に金銭を振り込み、預貯金通帳の写し等の送付を受

けたときは、その日付 

・一般財団法人民事法務協会が運営している登記情報提供サービスから登記情報の送信を受けたとき

は、その日付 

・国税庁・法人番号公表サイトを利用し本人特定事項の確認を行ったときは、その日付 

・特定事業者の役職員が顧客等又は代表者等の住居等に赴いて取引関係文書を交付したときは、その

日付 

・ハイリスク取引に際して追加で書類の提示又は送付を受けたときは、その日付 

・取引を行う目的、職業・事業の内容、実質的支配者（法人のみ）又は資産及び収入（ハイリスク取

引の一部のみ）の確認を行ったときは、その日付 

 

 〇 その他 

・取引時確認を行った者の氏名その他の当該者を特定するに足りる事項 

・確認記録の作成者の氏名その他の当該者を特定するに足りる事項 

・取引時確認を行った取引の種類 

・顧客等が自己の氏名及び名称と異なる名義を取引に用いるときは、当該名義並びに異なる名義を用

いる理由 

・顧客等が外国 PEPｓであるときは、その旨及び外国 PEPｓであると認めた理由 

・取引記録等を検索するための口座番号その他の事項 

・なりすまし又は偽りが疑われる取引のときは、関連取引時確認に係る確認記録を検索するための事  

 項 

 

【確認記録の添付資料】※以下のうち、該当するもの全てを添付する必要があります。 

○ 本人確認書類若しくは補完書類又はその写しの送付を受けたとき 
当該本人確認書類若しくは補完書類又はその写し 

 〇 本人確認用画像情報の送信を受けたとき 

当該本人確認用画像情報又はその写し 

 〇 IC チップ情報の送信を受けたとき 

当該 IC チップ情報又はその写し 

 〇 カード代替電磁的記録を構成する電磁的記録の送信を受けたとき 

当該カード代替電磁的記録を構成する電磁的記録又はその写し 

〇 電子署名法、公的個人認証法、商業登記法の規定により電子署名が行われた特定取引等に関する   

情報の送信を受けたとき 

当該方法により本人特定事項の確認を行ったことを証明するに足りる電磁的記録 

 〇 一般財団法人民事法務協会が運営している登記情報提供サービスから登記情報の送信を受けたとき 

当該登記情報又はその写し 

 〇 国税庁・法人番号公表サイトを利用し本人特定事項の確認を行ったとき 

当該公表事項又はその写し 

 

《留意事項》 

※ 添付資料を確認記録に添付するとき又は提示を受けた本人確認書類若しくは補完書類の写しを確認記録

に添付するときには、当該書類又はその写しに記載がある事項については、確認記録への記載を省略する

ことができます。 
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    また、提示を受けた本人確認書類又は補完書類の写しを確認記録に添付し、確認記録と共に 7 年間保存

するときには、本人確認書類の提示を受けた時刻の記載も省略することができます。 

※ 確認記録の内容に変更又は追加があることを知った場合には、当該変更・追加事項を確認記録に付記す

る必要があります。その際、既に確認記録に記載されている内容を消去してはなりません。 

    確認記録に付記することに代えて、変更・追加事項を別途記録し、当該記録を確認記録と共に保存するこ

ともできます。 

※ マイナンバーカードが本人確認書類として用いられた場合、確認記録には、本人確認書類を特定するに

足りる事項として、マイナンバー以外の事項（例えば発行者や有効期間）を記載することとなります。 

※ 国民年金手帳が本人確認書類として用いられた場合、確認記録には、本人確認書類を特定するに足りる

事項として、基礎年金番号以外の事項（例えば、交付年月日等の国民年金手帳に記載されている事項）を記

載することとなります。 

※ 他法令により被保険者記号・番号等の収集等をすること又は告知を求めることが禁止されている資格確

認書等が本人確認書類として用いられた場合、確認記録には、本人確認書類を特定するに足りる事項とし

て、その名称に加えて、発行主体及び交付年月日等を記録する必要があります。 

※ 船舶観光上陸許可書が本人確認書類として用いられた場合、確認記録には、本人確認書類を特定するに

足りる事項として、当該船舶観光上陸許可書の様式右上「番号」欄に記載された許可書番号ではなく、その

名称に加えて、当該船舶観光上陸許可書に記載された国籍・地域及び旅券番号を記録する必要があります。 
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氏名（フリガナ）

住居

生年月日

□　対面取引

　　□　本人確認書類又は補完書類の提示を受けた

　　　　年月日　（　　　　　　　　　　　）

　　　　時刻　　（　　　　　　　　　　　）

　　□　本人確認書類若しくは補完書類又はその写しの送付を

　　　受けた

　　　　年月日　（　　　　　　　　　　　）

　　□　取引関係文書を送付した

　　　　年月日　（　　　　　　　　　　　）

□ 資格確認書等 　　□　取引関係文書の訪問での交付をした

□ 国民年金手帳等 　　　　年月日　（　　　　　　　　　　　）

□ 印鑑登録証明書（取引申込等書類に押印した印鑑）

□ 印鑑登録証明書（取引申込等書類に押印した印鑑以外） 　　□　本人確認書類若しくは補完種類又はその写しの添付

□ 戸籍の附票の写し

□ 住民票の写し又は記載事項証明書 　　□　追加の書類を確認した（ハイリスク取引の場合）

□ その他官公庁から発行又は発給された書類等（写真なし） 　　　　年月日　（　　　　　　　　　　　）

□　非対面取引

　　□　本人確認書類若しくは補完書類又はその写しの送付を

　　　受けた

　　　　年月日　（　　　　　　　　　　　）

　　□　取引関係文書を送付した

　　　　年月日　（　　　　　　　　　　　）

　　□　取引関係文書の訪問での交付をした

　　　　年月日　（　　　　　　　　　　　）

　　□　本人確認用画像情報の送信を受けた

　　　　年月日　（　　　　　　　　　　　）

　　□　ＩＣチップに記録された情報の送信を受けた

　　　　年月日　（　　　　　　　　　　　）

　　□　本人確認書類若しくは補完書類又はその写しの添付

　　□　本人確認用画像情報又はその写しの添付

　　□　ＩＣチップに記録された情報又はその写しの添付

　　□　追加の書類を確認した（ハイリスク取引の場合）

　　　　年月日　（　　　　　　　　　　　）

□　カード代替電磁的記録

確認方法 　　□　カード代替電磁的記録を構成する電磁的記録の送信を

　　　受けた

　 　発行者   （　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 　　　　年月日　（　　　　　　　　　　　）

　 　記号番号 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□  本人特定事項の確認を行った日と異なる日に確認した場合

　  □　取引を行う目的

　　　　年月日　（　　　　　　　　　　　）

　  □　職業

　　　　年月日　（　　　　　　　　　　　）

　  □　資産及び収入の状況（ハイリスク取引の場合）

　　　　年月日　（　　　　　　　　　　　）

≪確認記録の参考様式≫

自　然　人
取引時確認を行った者

確認記録を作成した者

顧　客　関　係

本人特定事項

（西暦）

自己の氏名・名称と異なる名義 （通称）

取引時確認を行った取引の種類　　　　□　ハイリスク取引 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

口座番号・顧客番号等

関連取引時確認に係る確認記録を検索するための事項

（いわゆる通称）を用いる場合 （その理由）

　 　発行者   （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

本人確認書類

□ 運転免許証・運転経歴証明書

□ 在留カード・特別永住者証明書（写真あり）

□ マイナンバーカード（写真あり）

□ 旅券・乗員手帳・船舶観光上陸許可書

□ 身体障害者手帳等（写真あり）

□ その他官公庁から発行又は発給された書類等（写真あり）

□ 在留カード・特別永住者証明書（写真なし）

□ 外国政府又は国際機関が発行した書類等　　 

　　 名称 　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□ 精神障害者保健福祉手帳（写真なし）

　 　発行者   （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□ マイナンバーカード（写真なし）

　 　記号番号 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

資産及び収入の状況の確

認方法及び確認した書類

　　 名称 　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

外国ＰＥＰｓとの取引

□ 顧客が外国ＰＥＰｓに該当する

顧客が外国ＰＥＰｓに該当

すると認めた理由

　 　記号番号 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

取引を行う目的

職業

ハイリスク取引

の場合

追加で本人特定事項

を確認した書類

　　 名称 　　（　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　）

　 　発行者   （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　 　記号番号 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

本人確認書類を補完する書類

（顔写真のない本人確認書類の提示を受け

た場合・本人確認書類に現在の住居の

記載がない場合）

□ 他の本人確認書類

□ 国税又は地方税の領収証書又は納税証明書　

□ 社会保険料の領収証書　　　　　　　　　

□ 公共料金の領収証書　　　　　　　　　　

□ その他官公庁から発行又は発給された書類等　　

□ 外国政府又は国際機関が発行した書類等　

　　 名称 　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

備考

別表８
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氏名（フリガナ）

住居

生年月日

顧客との関係

□　対面取引

　　□　本人確認書類又は補完書類の提示を受けた

　　　　年月日　（　　　　　　　　　　　）

　　　　時刻　　（　　　　　　　　　　　）

　　□　本人確認書類若しくは補完書類又はその写しの送付を

　　　受けた

　　　　年月日　（　　　　　　　　　　　）

　　□　取引関係文書を送付した

　　　　年月日　（　　　　　　　　　　　）

□ 資格確認書等 　　□　取引関係文書の訪問での交付をした

□ 国民年金手帳等 　　　　年月日　（　　　　　　　　　　　）

□ 印鑑登録証明書（取引申込等書類に押印した印鑑） 　　□　本人確認書類若しくは補完種類又はその写しの添付

□ 印鑑登録証明書（取引申込等書類に押印した印鑑以外） 　　□　追加の書類を確認した（ハイリスク取引の場合）

□ 戸籍の附票の写し 　　　　年月日　（　　　　　　　　　　　）

□ 住民票の写し又は記載事項証明書

□ その他官公庁から発行又は発給された書類等（写真なし） □　非対面取引

　　□　本人確認書類若しくは補完書類又はその写しの送付を

　　　受けた

　　　　年月日　（　　　　　　　　　　　）

　　□　取引関係文書を送付した

　　　　年月日　（　　　　　　　　　　　）

　　□　取引関係文書の訪問での交付をした

　　　　年月日　（　　　　　　　　　　　）

　　□　本人確認用画像情報の送信を受けた

　　　　年月日　（　　　　　　　　　　　）

　　□　ＩＣチップに記録された情報の送信を受けた

　　　　年月日　（　　　　　　　　　　　）

　　□　本人確認書類若しくは補完書類又はその写しの添付

　　□　本人確認用画像情報又はその写しの添付

　　□　ＩＣチップに記録された情報又はその写しの添付

　　□　追加の書類の確認（ハイリスク取引の場合）

　　　　年月日　（　　　　　　　　　　　）

□　カード代替電磁的記録

　　□　カード代替電磁的記録を構成する電磁的記録の送信を

　　　受けた

　　　　年月日　（　　　　　　　　　　　）

代表者等（代理人）関係

本人特定事項等
（西暦）

顧客のために取引の任に

当たっていると認めた理由

□ 外国政府又は国際機関が発行した書類等　　 

　　 名称 　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

本人確認書類

□ 運転免許証・運転経歴証明書

□ 在留カード・特別永住者証明書（写真あり）

□ マイナンバーカード（写真あり）

□ 旅券・乗員手帳・船舶観光上陸許可書

□ 身体障害者手帳等（写真あり）

□ その他官公庁から発行又は発給された書類等（写真あり）

□ 在留カード・特別永住者証明書（写真なし）

□ マイナンバーカード（写真なし）

　 　発行者   （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　 　記号番号 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□ 精神障害者保健福祉手帳（写真なし）

本人確認書類を補完する書類

（写真のない本人確認書類の提示を受けた

場合・本人確認書類に現在の住居の

記載がない場合）

□ 他の本人確認書類

□ 国税又は地方税の領収証書又は納税証明書　

□ 社会保険料の領収証書　　　　　　　　　

□ 公共料金の領収証書　　　　　　　　　　

□ その他官公庁から発行又は発給された書類等　　

□ 外国政府又は国際機関が発行した書類等　

　　 名称 　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

備　考

　 　発行者   （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　 　記号番号 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

追加で本人特定事項を確認した書類

（ハイリスク取引の場合）

　　 名称 　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　 　発行者   （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　 　記号番号 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
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「本人確認書類」欄は、次の分類に従い該当する項目の□にレ点を記入してください。
「運転免許証・運転経歴証　　　・・・・・道路交通法第92条第１項に規定する運転免許証又は同法第105条の２第１項に規定する運転経歴証
明書」　　　　　　　　　　　　　　　　　明書
「在留カード・特別永住者　　　・・・・・出入国管理及び難民認定法第19条の３に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の
証明書（写真あり）」　　　　　　　　　  国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第７条第１項に規定する特別永住者証明書（16歳
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の誕生日以前として交付される当該自然人の写真の貼り付けがないものを除く。）
「マイナンバーカード（写　　　・・・・・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第２条第７項に規定する
真あり）　　　　　　　　　　　　　　　　個人番号カード（１歳未満の者に交付される当該自然人の写真の貼り付けがないものを除く。）
「旅券・乗員手帳・船舶観　　　・・・・・出入国管理及び難民認定法第２条第５号に掲げる旅券若しくは同条第６号に掲げる乗員手帳（当該自
光上陸許可書」　　　　　　　　　　　　　然人の氏名及び生年月日の記載があるものに限る。）又は同法第14条の２第４項に規定する船舶観
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　光上陸許可書（その交付に際して当該交付を受ける者の旅券の写しが貼り付けられたものに限る。）
「身体障害者手帳等（写真　　　・・・・・身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳（官公庁が当該自然人の写真を貼り付けたものに限る。）
あり）」　　　　　　　　　　　　　　　　、療育手帳又は戦傷病者手帳（当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。）
「その他官公庁から発行又　　　・・・・・官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該自然人の氏名、住居及
は発給された書類等（写真　　　　　　　　び生年月日の記載があり、かつ、当該官公庁が当該自然人の写真を貼り付けたもの
あり）」
「在留カード・特別永住者　　　・・・・・出入国管理及び難民認定法第19条の３に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の
証明書（写真なし）」　　　　　　　　　　国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第７条第１項に規定する特別永住者証明書（16歳
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の誕生日以前として交付される当該自然人の写真の貼り付けがないものに限る。）
「マイナンバーカード（写　　　・・・・・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第２条第７項に規定する
真なし）」　　　　　　　　　　　　　　　個人番号カード（１歳未満の者に交付される当該自然人の写真の貼り付けがないものに限る。）
「精神障害者保健福祉手帳
（写真なし）」
「資格確認書等」　　　　　　　・・・・・介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳又は国民健康保険、健康保険、船員保険、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　後期高齢者医療、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは私立学校教職員共済制度の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　資格確認書（当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。）
「国民年金手帳等」　　　　　　・・・・・年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律（令和２年法律第40号）による改
　                                      正前の国民年金法第13条第１項に規定する国民年金手帳、児童扶養手当証書又は母子健康手帳（当
  　                                    該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。）
「印鑑登録証明書（取引申　　　・・・・・取引を行うための申込み又は承諾に係る書類に顧客等が押印した印鑑に係る印鑑登録証明書
込等書類に押印した印鑑）」
「印鑑登録証明書（取引申　　　・・・・・上記以外の印鑑登録証明書
込等書類に押印した印鑑以
外）」
「戸籍の附票の写し」
「住民票の写し又は記載事　　　・・・・・住民票の記載事項証明書とは、地方公共団体の長の住民基本台帳の氏名、住所その他の事項を証す
項証明書」　　　　　　　　　　　　　　　る書類をいいます。
「その他官公庁から発行又　　　・・・・・官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該自然人の氏名、住居及
は発給された書類等（写真　　　　　　　　び生年月日の記載があり、かつ、当該自然人の写真がないもの（個人番号の通知カードを除く。）
なし）」
「外国政府又は国際機関が　　　・・・・・日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、

９ 電子署名法、公的個人認証法の規定により電子署名が行われた特定取引等に関する情報の送信を受ける方法等により本人特定事項の確認を行
ったときは、当該方法により本人特定事項の確認を行ったことを証明するに足りる電磁的記録を、確認記録の添付資料とする必要があります。

６ 「本人確認書類」欄に記載する書類のうち、資格確認書等、国民年金手帳等及び印鑑登録証明書（取引申込等書類に押印した印鑑）は、原本の提示
を受けた場合でも、他の本人確認書類又は補完書類（備考４に掲げる「他の本人確認書類」以外の書類）の提示又は送付を受けるか、取引関係文書
の送付が必要となります。

７ 「本人確認書類」欄に記載する書類のうち、印鑑登録証明書（取引申込等書類に押印した印鑑以外）、戸籍の附票の写し、住民票の写し又は
記載事項証明書、及びその他官公庁から発行又は発給された書類等（写真なし）は、原本の提示を受けた場合でも取引関係文書の送付が必要
となります。

８ 「本人確認書類を補完する書類」欄に記載する書類は、領収日付の押印又は発行年月日の記載のあるもので、その日が事業者が提示又は送付
を受ける日前６ヶ月以内のものに限ります。（「他の本人確認書類」を除く。）

３

４ 「本人確認書類を補完する書類」欄は、次の分類に従い該当する項目の□にレ点を記入してください。
「他の本人確認書類」　　　　　・・・・・「本人確認書類」欄に記載した本人確認書類以外の本人確認書類
「国税又は地方税の領収証　　　・・・・・所得税・住民税等の領収証書又は納税証明書
又は納税証明書」
「社会保険料の領収証書」　　　・・・・・所得税法第74条第２項に規定する社会保険料の領収証書
「公共料金の領収証書」　　　　・・・・・日本国内において供給される電気、ガス及び水道水その他これに準ずるものに係る料金の領収証書
「その他官公庁から発行又　　　・・・・・官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該自然人の氏名及び住居
は発給された書類等」　　　　　　　　　　の記載があるもの（個人番号の通知カードを除く。）
「外国政府又は国際機関が　　　・・・・・日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、
発行した書類等」　　　　　　　　　　　　当該自然人の氏名及び住居の記載があるもの

５ 「本人確認書類」、「本人確認書類を補完する書類」、「追加で本人特定事項を確認した書類」及び「資産及び収入の状況の確認方法及び確認
した書類」欄に記載する書類は、当該書類の詳細を「名称」、「発行者」及び「記号番号」欄に記入して下さい。
　ただし、当該書類が
ⅰ）マイナンバーカードの場合には、「記号番号」欄に個人番号を記入せず、有効期間を記入して下さい。
ⅱ）国民年金手帳の場合には、「記号番号」欄に年金番号を記入せず、交付年月日を記入して下さい。
ⅲ）他法令により被保険者記号・番号等の収集等をすること又は告知を求めることが禁止されている資格確認書等の場合には、「記号番号」欄
　　に被保険者証等記号・番号等を記入せず、交付年月日等を記入して下さい。
ⅳ）船舶観光上陸許可書の場合には、「記号番号」欄にその許可書番号を記入せず、国籍・地域及び旅券番号を記入してください。

備考１ 添付資料を確認記録に添付するとき又は本人確認書類の写しを確認記録に添付するときには、当該書類又はその写しに記載がある事項について
は、確認記録への記載を省略することができます。

２ 「関連取引時確認に係る確認記録を検索するための事項」欄は、なりすまし又は偽りが疑われる取引に際して取引時確認を行った場合に記入し
てください。
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10

13

15

「外国ＰＥＰｓとの取引」欄は、顧客が外国の重要な公的地位にある者等に該当する場合に記入して下さい。

14 「対面取引」欄で「本人確認書類又は補完書類の提示」にある「時刻」は、本人確認書類又は補完種類の写しを添付する場合には記入の必要
はありません。

確認方法に応じて、添付資料を確認記録に添付する必要があります。

本人確認用画像情報の送信を受け、又はＩＣチップに記録された情報の送信を受けるとともに、次の（ⅰ）又は（ⅱ）の行為を行う方法によ
り本人特定事項の確認を行ったときは、本人確認用画像情報又はＩＣチップに記録された情報の送信を受けた日付に加えて、次の（ⅰ）又
は（ⅱ）に掲げる行為を行った日付を記録する必要があります。
（ⅰ）他の特定事業者が預貯金契約又はクレジットカード契約の締結を行った際に顧客等の本人特定事項の確認を行い、その確認記録を保存し、
　　　かつ、当該顧客等から申告を受けることにより当該顧客等が当該記録に記録されている顧客等と同一であることを確認していることを確
　　　認すること。
（ⅱ）顧客等の預貯金口座に金銭の振込みを行うとともに、当該顧客等から当該振込みを特定するために必要な事項が記載された預貯金通帳の
　　　写し等の送付を受けること。

11 本邦内に住居を有しない短期在留者（観光者等）であって、旅券等の記載によって当該外国人の属する国における住居を確認することができ
ないものの住居に代わる本人特定事項は、国籍及び旅券番号になります（外貨両替、貴金属等の売買（貴金属等の引渡しと同時にその代金の
全額を受領するものに限る。）等の取引に限ります。その他の取引時確認が必要な取引については、原則通り当該外国人の属する国における
住居が確認できない限り取引はできません。）。

12 「資産及び収入の状況」関係の欄は、200万円を超える財産の移転を伴うハイリスク取引を行う場合に記入してください。
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名称（フリガナ）

所在地

□　対面取引

　　□　本人確認書類又は補完書類の提示を受けた

　　　　年月日　（　　　　　　　　　　　）

　　　　時刻　　（　　　　　　　　　　　）

　　□　登記情報の送信を受けた

　　　　年月日　（　　　　　　　　　　　）

　　□　公表事項を確認した

　　　　年月日　（　　　　　　　　　　　）

　　□　本人確認書類若しくは補完書類又はその写しの添付

　　□　登記情報又はその写しの添付

　　□　公表事項又はその写しの添付

　　□　追加の書類を確認した（ハイリスク取引の場合）

　　　　年月日　（　　　　　　　　　　　）

□　非対面取引

　　□　本人確認書類若しくは補完書類又はその写しの送付

　　　を受けた

　　　　年月日　（　　　　　　　　　　　）

　　□　取引関係文書を送付した

　　　　年月日　（　　　　　　　　　　　）

　　□　取引関係文書の訪問での交付をした

　　　　年月日　（　　　　　　　　　　　）

　　□　登記情報の送信を受けた

　　　　年月日　（　　　　　　　　　　　）

　　□　公表事項を確認した

　　　　年月日　（　　　　　　　　　　　）

　　□　本人確認書類若しくは補完書類又はその写しの添付

　　□　登記情報又はその写しの添付

事業の内容を確認した方法 　　□　公表事項又はその写しの添付

□ 定款　

□ その他法令により法人が作成する書類　　　　　　　　　 　　□　追加の書類を確認した（ハイリスク取引の場合）

□ 登記事項証明書　　　　　　　　 　　　　年月日　（　　　　　　　　　　　）

□ その他官公庁から発行又は発給された書類等

□  本人確認書類（写し）の提示又は送付を受けた日

　と異なる日に確認した場合

　  □　取引を行う目的

氏名（フリガナ） 　　　　年月日　（　　　　　　　　　　　）

住居 　  □　事業の内容

生年月日 （西暦） 　　　　年月日　（　　　　　　　　　　　）

顧客との関係 　  □　実質的支配者

上記の事項を確認した方法 　　　　年月日　（　　　　　　　　　　　）

　  □　資産及び収入の状況（ハイリスク取引の場合）

　　　　年月日　（　　　　　　　　　　　）

確認方法

　 　発行者   （　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　 　記号番号 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　 　記号番号 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　 営業所の所在地 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　　　　　　　　　　　　　

　　 名称 　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　 名称 　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

備考

本人確認書類

追加で本人特定事項

を確認した書類
　 　発行者   （　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　 　記号番号 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□ 他の本人確認書類

□ 国税又は地方税の領収証書又は納税証明書　

□ 他の本人確認書類

　　 名称 　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　 　発行者   （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　 名称 　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□ 国税又は地方税の領収証書又は納税証明書　

□ 社会保険料の領収証書　　　　　　　　　

□ 公共料金の領収証書　　　　　　　　　　

　 　記号番号 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□ 登記事項証明書

実質的支配者

　 　発行者   （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

実質的支配者と顧客との

関係を確認した書類

□ その他官公庁から発行又は発給された書類等　　

　 　発行者   （　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

関連取引時確認に係る確認記録を検索するための事項

　 　記号番号 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　 名称 　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　 　発行者   （　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

取引を行う目的

事業の内容

□ 公共料金の領収証書　　　　　　　　　　

法　人
取引時確認を行った者

確認記録を作成した者

資産及び収入の状況の確

認方法及び確認した書類

実質的支配者が外国ＰＥ

Ｐｓである顧客との取引

□ 顧客の実質的支配者が外国ＰＥＰｓに該当する

顧客の実質的支配者が外国ＰＥＰ

ｓに該当すると認めた理由

ハイリスク取引

の場合

口座番号・顧客番号等

取引時確認を行った取引の種類　　　　□　ハイリスク取引

□ 印鑑登録証明書

□ その他官公庁から発行又は発給された書類等　　

□ 外国政府又は国際機関が発行した書類等

　　 名称 　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　 　発行者   （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　 　記号番号 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□ 外国政府又は国際機関が発行した書類等　

現在の所在地を

確認した書類

（本人確認書類と現在の所在地

が異なる場合）

□ その他官公庁から発行又は発給された書類等　　

□ 外国政府又は国際機関が発行した書類等　

□ 社会保険料の領収証書　　　　　　　　　

事業の内容を確認した方法及び書類

営業所の場所を

確認した書類

（本人確認書類に記載された本店等

以外の営業所等に取引関係文書を

送付し、又は当該営業所を訪問し

て取引関係文書を交付する場合）

　　 営業所の名称　 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

顧　客　関　係

本人特定事項

　 　記号番号 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　 名称 　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
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氏名（フリガナ）

住居

生年月日

顧客との関係

□　対面取引

　　□　本人確認書類又は補完書類の提示を受けた

　　　　年月日　（　　　　　　　　　　　）

　　　　時刻　　（　　　　　　　　　　　）

　　□　本人確認書類若しくは補完書類又はその写しの送付を

　　　受けた

　　　　年月日　（　　　　　　　　　　　）

　　□　取引関係文書を送付した

　　　　年月日　（　　　　　　　　　　　）

　　□　取引関係文書の訪問での交付をした

　　　　年月日　（　　　　　　　　　　　）

　　□　本人確認書類若しくは補完種類又はその写しの添付

　　□　追加の書類の確認（ハイリスク取引の場合）

　　　　年月日　（　　　　　　　　　　　）

□　非対面取引

　　□　本人確認書類若しくは補完書類又はその写しの送付を

　　　受けた

　　　　年月日　（　　　　　　　　　　　）

　　□　取引関係文書を送付した

　　　　年月日　（　　　　　　　　　　　）

　　□　取引関係文書の訪問での交付をした

　　　　年月日　（　　　　　　　　　　　）

　　□　本人確認用画像情報の送信を受けた

　　　　年月日　（　　　　　　　　　　　）

　　□　ＩＣチップに記録された情報の送信を受けた

　　　　年月日　（　　　　　　　　　　　）

　　□　本人確認書類若しくは補完書類又はその写しの添付

　　□　本人確認用画像情報又はその写しの添付

　　□　ＩＣチップに記録された情報又はその写しの添付

　　□　追加の書類を確認した（ハイリスク取引の場合）

　　　　年月日　（　　　　　　　　　　　）

□　カード代替電磁的記録

　　□　カード代替電磁的記録を構成する電磁的記録の送信を

　　　受けた

　　　　年月日　（　　　　　　　　　　　）

□ 精神障害者保健福祉手帳（写真なし）

□ その他官公庁から発行又は発給された書類等（写真あり）

□ 印鑑登録証明書（取引申込等書類に押印した印鑑）

□ 印鑑登録証明書（取引申込等書類に押印した印鑑以外）

　　 名称 　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□ マイナンバーカード（写真なし）

顧客のための取引の任に

当たっていると認めた理由

本人特定事項等

備　考

□ 外国政府又は国際機関が発行した書類等　

　　 名称 　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　 名称 　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　 　発行者   （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　 　発行者   （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

代表者等（取引担当者）関係

□ 他の本人確認書類

□ 国税又は地方税の領収証又は納税証明書　

□ 社会保険料の領収証書　　　　　　　　　

□ 公共料金の領収証書　　　　　　　　　　

□ その他官公庁から発行又は発給された書類等（写真なし）

追加で本人特定事項を確認した書類

（ハイリスク取引の場合）

□ 国民年金手帳等
本人確認書類

□ 戸籍の附票の写し

□ 住民票の写し又は記載事項証明書

□ 身体障害者手帳等（写真あり）

□ 外国政府又は国際機関が発行した書類等　　 

□ 運転免許証・運転経歴証明書

□ 在留カード・特別永住者証明書（写真あり）

□ マイナンバーカード（写真あり）

□ 資格確認書等

　 　発行者   （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　 　記号番号 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　 　記号番号 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　 　記号番号 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

本人確認書類を補完する書類

（写真のない本人確認書類の提示を受けた場

合・本人確認書類に現在の住居の

記載がない場合）

□ その他官公庁から発行又は発給された書類等　　

□ 在留カード・特別永住者証明書（写真なし）

□ 旅券・乗員手帳・船舶観光上陸許可書
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５

２ 「関連取引時確認に係る確認記録を検索するための事項」欄は、なりすまし又は偽りが疑われる取引に際して取引時確認を行った場合に記入し
てください。

「顧客関係」欄の「本人確認書類」欄は、次の分類に従い該当する項目の□にレ点を記入してください。
「登記事項証明書」　　　　　　・・・・・当該法人が設立の登記をしていないときは、当該法人を所管する行政機関の長の当該法人の名称及
              　　　　　　　　　　　　　び本店又は主たる事務所の所在地を証する書類を用いてください。
「印鑑登録証明書」　　　　　　・・・・・当該法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載があるものに限ります。
「その他官公庁から発行又　　　・・・・・官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該法人の名称及び本店又
は発給された書類等」　　　　　　　　　　は主たる事務所の記載があるもの
「外国政府又は国際機関が　　　・・・・・日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、
発行した書類等」　　　　　　　　　　　　当該法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載があるもの

添付資料を確認記録に添付するとき又は本人確認書類の写しを確認記録に添付するときには、当該書類又はその写しに記載がある事項について
は、確認記録への記載を省略することができます。

備考１

７

「本人確認書類」、「現在の所在地を確認した書類」、「営業所の場所を確認した書類」、「事業の内容を確認した方法及び書類」、「ハイリ
スク取引の場合」及び「本人確認書類を補完する書類」欄に記載する書類は、当該書類の詳細を「名称」、「発行者」及び「記号番号」欄に記
入してください。ただし、ただし、当該書類が
ⅰ）マイナンバーカードの場合には、「記号番号」欄に個人番号を記入せず、有効期間を記入して下さい。
ⅱ）国民年金手帳の場合には、「記号番号」欄に年金番号を記入せず、交付年月日を記入して下さい。
ⅲ）他法令により被保険者記号・番号等の収集等をすること又は告知を求めることが禁止　されている資格確認書等の場合には、「記号番号」欄
    に被保険者証等記号・番号等を記入せず、交付年月日等を記入して下さい。
ⅳ）船舶観光上陸許可書の場合には、「記号番号」欄にその許可書番号を記入せず、国籍・地域及び旅券番号を記入してください。

営業所の場所を確認したときは、当該営業所の名称及び所在地を「営業所の名称」及び「営業所の所在地」欄に記載してください。

６

３

「現在の所在地を確認した書類」、「営業所の場所を確認した書類」、「本人確認書類を補完する書類」欄は、次の分類に従い該当する項目の
□にレ点を記入してください。
「他の本人確認書類」　　　　　・・・・・「本人確認書類」欄に記載した本人確認書類以外の本人確認書類
「国税又は地方税の領収証　　　・・・・・①自然人の場合は所得税・住民税等の領収証書又は納税証明書
又は納税証明書」　　　　　　　　　　　　②法人の場合は法人税・法人住民税・法人事業税等の領収証書又は納税証明書
「社会保険料の領収証書」　　　・・・・・所得税法第74条第２項に規定する社会保険料の領収証書
「公共料金の領収証書」　　　　・・・・・日本国内において供給される電気、ガス及び水道水その他これに準ずるものに係る料金の領収証書
「その他官公庁から発行又　　　・・・・・官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該自然人の氏名及び住居
は発給された書類等」　　　　　　　　　　の記載があるもの（個人番号の通知カードを除く。）
「外国政府又は国際機関が　　　・・・・・日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、
発行した書類等」　　　　　　　　　　　　自然人の場合にあってはその氏名及び住居、法人の場合にあってはその名称及び主たる事務所の記
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　載があるもの

４ 「本人確認書類」欄は、次の分類に従い該当する項目の□にレ点を記入してください。
「運転免許証・運転経歴証　　　・・・・・道路交通法第92条第１項に規定する運転免許証又は同法第105条の２第１項に規定する運転経歴証
明書」　　　　　　　　　　　　　　　　　明書
「在留カード・特別永住者　　　・・・・・出入国管理及び難民認定法第19条の３に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の
証明書（写真あり）」　　　　　　　　　  国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第７条第１項に規定する特別永住者証明書（16歳
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の誕生日以前として交付される当該自然人の写真の貼り付けがないものを除く。）
「マイナンバーカード（写　　　・・・・・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第２条第７項に規定する
真あり）　　　　　　　　　　　　　　　　個人番号カード（１歳未満の者に交付される当該自然人の写真の貼り付けがないものを除く。）
「旅券・乗員手帳・船舶観　　　・・・・・出入国管理及び難民認定法第２条第５号に掲げる旅券若しくは同条第６号に掲げる乗員手帳（当該自
光上陸許可書」　　　　　　　　　　　　　然人の氏名及び生年月日の記載があるものに限る。）又は同法第14条の２第４項に規定する船舶観
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　光上陸許可書（その交付に際して当該交付を受ける者の旅券の写しが貼り付けられたものに限る。）
「身体障害者手帳等（写真　　　・・・・・身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳（官公庁が当該自然人の写真を貼り付けたものに限る。）
あり）」　　　　　　　　　　　　　　　　、療育手帳又は戦傷病者手帳（当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。）
「その他官公庁から発行又　　　・・・・・官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該自然人の氏名、住居及
は発給された書類等（写真　　　　　　　　び生年月日の記載があり、かつ、当該官公庁が当該自然人の写真を貼り付けたもの
あり）」
「在留カード・特別永住者　　　・・・・・出入国管理及び難民認定法第19条の３に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の
証明書（写真なし）」　　　　　　　　　　国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第７条第１項に規定する特別永住者証明書（16歳
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の誕生日以前として交付される当該自然人の写真の貼り付けがないものに限る。）
「マイナンバーカード（写　　　・・・・・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第２条第７項に規定する
真なし）」　　　　　　　　　　　　　　　個人番号カード（１歳未満の者に交付される当該自然人の写真の貼り付けがないものに限る。）
「精神障害者保健福祉手帳
（写真なし）」
「資格確認書等」　　　　　　　・・・・・介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳又は国民健康保険、健康保険、船員保険、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　後期高齢者医療、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは私立学校教職員共済制度の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　資格確認書（当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。）
「国民年金手帳等」　　　　　　・・・・・年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律（令和２年法律第40号）による改
　                                      正前の国民年金法第13条第１項に規定する国民年金手帳、児童扶養手当証書又は母子健康手帳（当
  　                                    該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。）
「印鑑登録証明書（取引申　　　・・・・・取引を行うための申込み又は承諾に係る書類に顧客等が押印した印鑑に係る印鑑登録証明書
込等書類に押印した印鑑）」
「印鑑登録証明書（取引申　　　・・・・・上記以外の印鑑登録証明書
込等書類に押印した印鑑以
外）」
「戸籍の附票の写し」
「住民票の写し又は記載事　　　・・・・・住民票の記載事項証明書とは、地方公共団体の長の住民基本台帳の氏名、住所その他の事項を証す
項証明書」　　　　　　　　　　　　　　　る書類をいいます。
「その他官公庁から発行又　　　・・・・・官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該自然人の氏名、住居及
は発給された書類等（写真　　　　　　　　び生年月日の記載があり、かつ、当該自然人の写真がないもの（個人番号の通知カードを除く。）
なし）」
「外国政府又は国際機関が　　　・・・・・日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、
発行した書類等」　　　　　　　　　　　　当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるもの
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13

17 確認方法に応じて、添付資料を確認記録に添付する必要があります。

10 代表者等（取引関係担当者）関係の「本人確認書類」欄に記載する書類のうち、印鑑登録証明書（取引申込等書類に押印した印鑑以外）、戸籍
の附票の写し、住民票の写し又は記載事項証明書、及びその他官公庁から発行又は発給された書類等（写真なし）は、原本の提示を受けた場合で
も取引関係文書の送付が必要となります。

９ 代表者等（取引関係担当者）関係の「本人確認書類」欄に記載する書類のうち、資格確認書等、国民年金手帳等及び印鑑登録証明書（取引申込
等書類に押印した印鑑）は、原本の提示を受けた場合でも、他の本人確認書類又は補完書類（備考４に掲げる「他の本人確認書類」以外の書類）
の提示又は送付を受けるか、取引関係文書の送付が必要となります。

16 「対面取引」欄で「本人確認書類又は補完書類の提示」にある「時刻」は、本人確認書類又は補完書類の写しを添付する場合には記入の必要はあ
りません。

「資産及び収入の状況」関係の欄は、200万円を超える財産の移転を伴うハイリスク取引を行う場合に記入してください。

商業登記法の規定により電子署名が行われた特定取引等に関する情報の送信を受ける方法等により本人特定事項の確認を行ったときは、当該方
法により本人特定事項の確認を行ったことを証明するに足りる電磁的記録を、確認記録の添付資料とする必要があります。

11

15 「実質的支配者が外国ＰＥＰｓに該当する顧客との取引」の欄は、顧客の実質的支配者が外国の重要な公的地位にある者等に該当する場合に記入
してください。

「現在の所在地を確認した書類」、「営業所の場所を確認した書類」、「本人確認書類を補完する書類」欄に記載する書類は、領収日付の押印又
は発行年月日の記載のあるもので、その日が事業者が提示又は送付を受ける日前６ヶ月以内のものに限ります。（「本人確認書類を補完する書類」
欄の「他の本人確認書類」を除く。）

８ 事業の内容を確認した書類は、次の分類に従い該当する項目の□にレ点を記入してください。
「定款」　　　　　　　　　　　・・・・・法人の目的、内部組織、活動等に関する根本規則
「その他法令により法人が　　　・・・・・法令の規定により当該法人が作成することとされている書類で、当該法人の事業の内容の記載があ
作成する書類」　　　　　　　　　　　　　るもの
「登記事項証明書」　　　　　　・・・・・当該法人が設立の登記をしていないときは、当該法人を所管する行政機関の長の当該法人の事業の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　内容を証する書類を用いてください。
「その他官公庁から発行又　　　・・・・・官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該法人の事業の内容の記
発給された書類」　　　　　　　　　　　　載があるもの

14

12

本人確認用画像情報の送信を受け、又は半導体集積回路に記録された情報の送信を受けるとともに、次の（ⅰ）又は（ⅱ）の行為を行う方法によ
り本人特定事項の確認を行ったときは、本人確認用画像情報又は半導体集積回路に記録された情報の送信を受けた日付に加えて、次の（ⅰ）又は
（ⅱ）に掲げる行為を行った日付を記録する必要があります。
（ⅰ）他の特定事業者が預貯金契約又はクレジットカード契約の締結を行った際に顧客等の本人特定事項の確認を行い、その確認記録を保存し、
　　　かつ、当該顧客等から申告を受けることにより当該顧客等が当該記録に記録されている顧客等と同一であることを確認していることを確認
　　　すること。
（ⅱ）顧客等の預貯金口座に金銭の振込みを行うとともに、当該顧客等から当該振込みを特定するために必要な事項が記載された預貯金通帳の写
　　　し等の送付を受けること。
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 １４．取引記録等の作成・保存 

特定事業者は、特定業務に係る取引を行った場合又は特定受任行為の代理等を行った場合には、直ちにその

取引等に関する記録を作成し、当該取引又は特定受任行為の代理等の行われた日から７年間保存しなければな

りません。 

上記のとおり、取引記録等の作成・保存が必要なのは特定業務に係る取引についてであるため、 

○ 特定取引等に当たらない取引も、特定業務に含まれるものであれば、少額の取引等（以下参照）を除き、取

引記録等の作成が必要となる 

○ 特定業務以外の業務に係る取引を行ったとしても、取引記録等を作成・保存する必要はない 

ことに留意してください。 

 

【少額の取引等】 

《士業者を除く特定事業者》 
○  財産の移転を伴わない取引（残高照会等） 

○  １万円以下の財産の移転に係る取引 

 

上記のほか、以下の特定事業者については、次の取引が定められています。 

○ 金融機関等 200 万円以下の両替 等 

〇 カジノ事業者 30 万円以下の金銭の両替 

○  宝石・貴金属等取扱事業者 代金の支払が現金で 200 万円を超える宝石・貴金属等の売買

取引以外のもの 

○  郵便物受取サービス業者 

電話受付代行業者 

電話転送サービス事業者 

現金を内容とする郵便物の受取及び引渡しに係る取引以外のも

の 

 

《司法書士、行政書士、公認会計士、税理士》 

○ 現金、有価証券等の財産の管理又は処分に係る特定受任行為の代理等のうち、当該財産の価額

が 200 万円以下のもの 

○ 任意後見人の事務として行う特定受任行為の代理等 

※ 租税、罰金、過料等の納付や成年後見人等裁判所又は主務官庁により選任される者が職務として行     

う他人の財産の管理・処分については特定業務の対象外であり、取引記録等の作成・保存は不要です。 

 

【取引記録等の記録事項】 

○ 口座番号その他の顧客等の確認記録を検索するための事項（確認記録がない場合には、氏名そ

の他の顧客等又は取引等を特定するに足りる事項） 

○ 取引又は特定受任行為の代理等の日付、種類、財産の価額 

○ 財産の移転を伴う取引又は特定受任行為の代理等にあっては、当該取引等及び当該財産の移転

元又は移転先の名義その他の当該移転元又は移転先を特定するに足りる事項 等 
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１５．疑わしい取引の届出 

疑わしい取引の届出制度は、本人特定事項の確認や確認記録・取引記録等の作成・保存義務と同様に、ＦＡＴ

Ｆ40 の勧告に基づき、各国に対して導入が求められている制度です。 

我が国では、1992 年の麻薬特例法の施行により金融機関等に対し、薬物犯罪収益に関する疑わしい取引の

届出制度が創設されました。その後、2000 年の組織的犯罪処罰法の施行により、疑わしい取引の届出の対象

となる犯罪が薬物犯罪から一定の重大犯罪に拡大されました。 

疑わしい取引の届出は年々増加しており、また、個別事件の直接的端緒としてだけでなく、犯罪被害財産の発

見や、暴力団の資金源の把握に役立つなど、組織犯罪対策を推進する上で重要な情報源となっています。 

組織的犯罪処罰法第５章では、金融機関等に対して疑わしい取引の届出が義務付けられていましたが、犯罪

収益移転防止法の施行により、新たに本法律の対象となった特定事業者（士業者を除く。）に対しても疑わしい

取引の届出が求められることとなりました。また、令和４年 12 月改正犯罪収益移転防止法により、行政書士、

公認会計士及び税理士についても、守秘義務に係る事項を除き、疑わしい取引の届出が求められることとなり

ました。 

特定事業者から届け出られた疑わしい取引に関する情報は、国家公安委員会・警察庁で集約し、整理・分析す

ることにより、マネー・ローンダリング犯罪や各種犯罪の捜査等に活用されています。 

疑わしい取引の届出制度は、取引に従事する特定事業者の職員の経験と知識によって支えられている制度で

あり、確認記録や取引記録等を保存することにより資金の流れをトレースできるようにするとともに、犯罪収

益等に関係する疑いのある取引等の情報を届け出て頂くことにより、その情報を捜査に役立てることができま

す。また、特定事業者を利用して犯罪収益が受け渡しされることを防止し、特定事業者が行う業務に対する社会

の信頼を高めるとともに、企業におけるリスク管理にも寄与するものです。 

 

《疑わしい取引に関する情報の活用》 

 

  顧客等 特定事業者 取 引 等 

行政庁 

疑
わ
し
い
取
引
の

届
出 

通
知 

国家公安委員会 

（警察庁） 
情報提供 

整理・

分析 

疑わしい 

捜査機関等 

捜査に活用 
公表 

犯罪収益移転

危険度調査書 

勘案 
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【疑わしい取引の届出をすべき場合とは】 
★令和４年 12 月改正犯罪収益移転防止法により行政書士、公認会計士及び税理士について守秘義務に係る

事項を除き、疑わしい取引の届出義務が追加されました（令和６年４月１日施行）。 

本法律では、弁護士・司法書士を除く特定事業者は、 

○ 特定業務に係る取引又は特定受任行為の代理等において収受した財産が犯罪による収益である疑いがあ

る 

又は、 

○ 顧客等が特定業務に係る取引又は特定受任行為の代理等に関し組織的犯罪処罰法第 10 条の罪若しくは

麻薬特例法第６条の罪に当たる行為を行っている疑いがある 

と認められる場合には、疑わしい取引の届出を行政庁に行うこととされています（各特定事業者の届出先は＜

別表９＞を参照下さい。）。 

 

また、特定事業者は、届出を行おうとすること又は行ったことを顧客等又はその関係者に漏らしてはなりま

せん。 

 

《特定業務において収受した財産が犯罪による収益である疑いがある場合》 

特定事業者が顧客等と取引等を行う際に、取引等に使用されたお金等が「犯罪による収益」であるとの疑い

が生じた場合に疑わしい取引の届出の対象となります。 

「犯罪による収益」については以下で説明しますが、簡単に言えば、犯罪によって得た財産（お金に限らな

い。）ということになります。 

例えば、詐欺や恐喝等の犯罪により得たお金で不動産や宝石を購入する場合や、詐欺によりだまし取った

現金の受取窓口として郵便物受取サービス業者を利用する場合等が考えられます。 

また、窃盗や強盗によって奪った宝石を古物商で売却する場合や、詐欺によりだまし取った不動産を宅地

建物取引業者に売却するような場合も届出の対象であり、「犯罪による収益」はお金であるとは限りません。 

以上のように、特定事業者が受け取った財産が犯罪によって得た財産ではないかという疑いが生じた場合

が届出の対象となります。 

 

○ 犯罪による収益とは 

本法律において「犯罪による収益」とは、組織的犯罪処罰法第２条第４項に規定する「犯罪収益等」又は

麻薬特例法第２条第５項に規定する「薬物犯罪収益等」のことを指します。組織的犯罪処罰法第２条第４項

では、「犯罪収益等」とは、「犯罪収益」、「犯罪収益に由来する財産」又は「これらの財産とこれらの財産以

外の財産とが混和した財産」を指すとされています。 

 

犯罪による収益 ＝ 犯罪収益等 ＋ 薬物犯罪収益等 

 

 

犯罪収益 ＋ 
犯罪収益に 

由来する財産 
＋ 混和財産 

 

 

◆ 犯罪収益 

「犯罪収益」の中心となるのは、組織的犯罪処罰法第２条第２項第１号に規定する犯罪行為により生

じ、若しくは当該犯罪行為により得た財産又はその報酬として得た財産です。ここでいう財産とは、社会

通念上経済的価値が認められる利益一般のことであり、動産、不動産といった有体物に限りません。 
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同号に規定する犯罪行為は多岐に渡りますが、例えば殺人、強盗、恐喝、詐欺、貸金業法違反（無登録

営業等）等の重大な犯罪や暴力団等の資金源となる犯罪等が含まれています。なお、これらの犯罪は組織

的に行われたか否かは問いません。 

このほか、テロ資金提供処罰法に規定する資金提供罪に係る資金等についても「犯罪収益」に該当しま

すので、テロに関連する資金を収受した疑いがある場合も届出の対象となります。 

 

◆ 犯罪収益に由来する財産 

「犯罪収益に由来する財産」とは、犯罪収益の果実として得た財産、犯罪収益の対価として得た財産や

犯罪収益の保有又は処分に基づき得た財産等を指します。 

例えば、犯罪収益を預金した際の利息や、窃盗により奪った犯罪収益である宝石を売却して得た代金

等が該当します。 

 

◆ 混和財産 

「犯罪収益」、「犯罪収益に由来する財産」とこれらの財産以外の財産とが混和した財産をいいます（組

織的犯罪処罰法第２条第４項）。 

 

《顧客等が特定業務に関し組織的犯罪処罰法第 10 条の罪若しくは麻薬特例法第６
条の罪に当たる行為を行っている疑いがある場合》 

組織的犯罪処罰法、麻薬特例法では、犯罪収益を得た前提となる犯罪（前提犯罪といいます。）とは別に、

犯罪収益等の取得又は処分について事実を仮装したり、犯罪収益等を隠匿したりする行為自体を処罰の対象

としています。 

「組織的犯罪処罰法第 10 条の罪若しくは麻薬特例法第６条の罪」については以下で説明しますが、簡単

に言えば、犯罪によって財産（お金に限らない）を得た事実をごまかすことや、犯罪によって得た財産を隠す

ことであり、それ自体を処罰の対象としています。 

この規定はいわゆるマネー・ローンダリングを処罰するためのものです。偽名や第三者名義を用いて犯罪

収益が移転してしまえば、その犯罪収益を追跡することは極めて困難となり、その剥奪も難しくなります。ま

た、犯罪収益が新たな別の犯罪行為に利用されるおそれもあります。 

したがって、マネー・ローンダリングを防止するためにも、その疑いがある場合には疑わしい取引の届出を

行うことが必要となります。 

この規定については、顧客等との取引等が成立したことは必ずしも必要ではなく、未遂に終わった場合や

契約の締結を断った場合でも届出の対象となります。 

例えば、詐欺や恐喝で奪ったお金を偽名や第三者名義の預金口座に預け入れたり、偽名や第三者名義を用

いて宝石や不動産を購入しようとしたりしている場合等が届出の対象となりますが、特定事業者において顧

客等がマネー・ローンダリングを行っているとの疑いを持ち、それを理由に取引を断ったとしても届出の対

象となります。 

 

○ 組織的犯罪処罰法第１０条の罪若しくは麻薬特例法第６条の罪とは 

組織的犯罪処罰法第 10 条では、犯罪収益等の取得若しくは処分につき事実を仮装し、又は犯罪収益等

を隠匿した者を処罰の対象としています。麻薬特例法第６条でも同様に、大麻や麻薬等の薬物犯罪により

得た収益の仮装、隠匿行為を処罰の対象としています。 

 

《疑いがあるかどうかの判断方法》 
疑いがあるかどうかの判断については、取引時確認の結果、取引等の態様その他の事情及び国家公安委員

会が作成・公表する犯罪収益移転危険度調査書の内容を勘案し、取引等の性質に応じて次の方法により判断

します。 

 

 ⅰ） 過去に取引を行ったことのない顧客等との取引等（いわゆる一見取引）であってⅲ）でないもの 

犯罪収益移転防止法施行規則第 26 条各号の項目（※１）に従って、取引等に疑わしい点があるかど

うかを確認する方法 
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 ⅱ） 過去に取引を行ったことがある顧客等との取引等（いわゆる既存顧客等との取引等）であってⅲ）でな

いもの 

当該顧客等に係る確認記録や取引記録等を精査した上で、犯罪収益移転防止法施行規則第 26 条各号

の項目に従って、取引等に疑わしい点があるかどうかを確認する方法 

 

 ⅲ） マネー・ローンダリングに利用されるおそれの高い取引等（※２） 

上記ⅰ）又はⅱ）に定める方法に加えて、 

○ 顧客等に対して質問を行ったり、取引時確認の際に顧客等から申告を受けた職業等の真偽を確認

するためにインターネット等を活用して追加情報を収集したりするなど、必要な調査を行う 

こととするとともに、 

○ 上記の措置を講じた上で、当該取引等に疑わしい点があるかどうかを統括管理者又はこれに相当

する者に確認させる 

方法 

 

※１ ①当該取引等の態様と、他の顧客等との間で通常行う取引等の態様との比較、②当該取引の態

様と、過去の当該顧客等との取引等との比較、③当該取引等の態様と取引時確認の結果に関して

有する情報との整合性 

※２ ハイリスク取引や、特別の注意を要する取引、高リスク国に居住・所在する顧客等との取引等、

犯罪収益移転危険度調査書の内容を勘案してマネー・ローンダリングに悪用されるリスクが高い

と認められる取引等をいう。 

 

なお、疑いがあるか否かは、個々の取引等の形態や顧客等の属性等によっても異なりますので、一律にいく

ら以上の現金取引であるとか、何回以上の頻繁な取引といったように画一的な基準を定めることはできませ

んが、各行政庁において所管特定事業者向けに、疑わしい取引に該当するかを判断する上での目安としてガ

イドラインを作成・公表していますのでご参照下さい。 

ただし、ガイドラインはあくまで目安となる参考事例を例示しているものですので、ガイドラインに掲載

されている事例に形式的に合致するものが全て疑わしい取引に該当するものではない一方、事例に該当しな

い取引等であっても、特定事業者が疑わしい取引に該当すると判断したものは届出の対象となることに注意

してください。 
  



53 
 

《特定事業者ごとの届出先》 

号 特定事業者 行政庁 届出先担当部局 

1 銀行 

金融庁長官 

金融庁総合政策局リスク分析総括課 

マネーローンダリング・テロ資金供与対策企画室  

特定金融情報係 

2 信用金庫 

3 信用金庫連合会 

4 労働金庫 

下記以外の労働金庫 
金融庁長官及び 

厚生労働大臣 

金融庁総合政策局リスク分析総括課 

マネーローンダリング・テロ資金供与対策企画室  

特定金融情報係 

 

厚生労働省雇用環境・均等局 

勤労者生活課労働金庫業務室 

一の都道府県の区域を超えない区域を地区

とする労働金庫 
各都道府県知事 各都道府県庁の担当部局 

5 労働金庫連合会 
金融庁長官及び 

厚生労働大臣 

金融庁総合政策局リスク分析総括課 

マネーローンダリング・テロ資金供与対策企画室  

特定金融情報係 

 

厚生労働省雇用環境・均等局 

勤労者生活課労働金庫業務室 

6 信用協同組合 

金融庁長官 

金融庁総合政策局リスク分析総括課 

マネーローンダリング・テロ資金供与対策企画室  

特定金融情報係 7 信用協同組合連合会 

8 
農業協同組合 

※信用事業及び共済事業に係る届出に限る 
各都道府県知事 各都道府県庁の担当部局 

9 

農業協同組合連合会 

※信用事業及び共済事業に係る届出に限る 

（信用事業に係る

届出について） 

金融庁長官及び 

農林水産大臣 

（信用事業に係る届出について） 

金融庁総合政策局リスク分析総括課 

マネーローンダリング・テロ資金供与対策企画室  

特定金融情報係 

 

各地方農政局の担当部局 

（共済事業に係る

届出について） 

農林水産大臣 

（共済事業に係る届出について） 

農林水産省経営局協同組織課 

  
北海道を地区とする農業協同組合連合会 

※信用事業に係る届出に限る 

金融庁長官及び 

農林水産大臣 

金融庁総合政策局リスク分析総括課 

マネーローンダリング・テロ資金供与対策企画室  

特定金融情報係 

 

農林水産省経営局金融調整課 

10 漁業協同組合 
都道府県の区域を超える区域を地区とする

漁業協同組合 

金融庁長官及び 

農林水産大臣 

金融庁総合政策局リスク分析総括課 

マネーローンダリング・テロ資金供与対策企画室  

特定金融情報係 

別表９ 
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水産庁漁政部水産経営課 

上記以外の漁業協同組合 各都道府県知事 各都道府県庁の担当部局 

11 
漁業協同組合

連合会 

都道府県の区域を超える区域を地区とする

漁業協同組合連合会及び都道府県の区域を

地区とする漁業協同組合連合会 

金融庁長官及び 

農林水産大臣 

金融庁総合政策局リスク分析総括課 

マネーローンダリング・テロ資金供与対策企画室  

特定金融情報係 

 

水産庁漁政部水産経営課 

上記以外の漁業協同組合連合会 各都道府県知事 各都道府県庁の担当部局 

12 
水産加工業協

同組合 

都道府県の区域を超える区域を地区とする

水産加工業協同組合 

金融庁長官及び

農林水産大臣 

金融庁総合政策局リスク分析総括課 

マネーローンダリング・テロ資金供与対策企画室  

特定金融情報係 

 

水産庁漁政部水産経営課 

上記以外の水産加工業協同組合 各都道府県知事 各都道府県庁の担当部局 

13 
水産加工業協

同組合連合会 

都道府県の区域を超える区域を地区とする

水産加工業協同組合連合会及び都道府県の

区域を地区とする水産加工業協同組合連合

会 

金融庁長官及び

農林水産大臣 

金融庁総合政策局リスク分析総括課 

マネーローンダリング・テロ資金供与対策企画室  

特定金融情報係 

 

水産庁漁政部水産経営課 

上記以外の水産加工業協同組合連合会 各都道府県知事 各都道府県庁の担当部局 

14 農林中央金庫 
金融庁長官及び

農林水産大臣 

金融庁総合政策局リスク分析総括課 

マネーローンダリング・テロ資金供与対策企画室  

特定金融情報係 

 

農林水産省経営局金融調整課 

15 株式会社商工組合中央金庫 

金融庁長官、 

財務大臣及び 

経済産業大臣 

金融庁総合政策局リスク分析総括課 

マネーローンダリング・テロ資金供与対策企画室  

特定金融情報係 

 

財務省大臣官房政策金融課 

 

中小企業庁事業環境部金融課 

16 株式会社日本政策投資銀行 財務大臣 財務省大臣官房政策金融課 

17 保険会社 

金融庁長官 

金融庁総合政策局リスク分析総括課 

マネーローンダリング・テロ資金供与対策企画室  

特定金融情報係 

18 保険業法第２条第７項に規定する外国保険会社等 

19 保険業法第２条第 18 項に規定する少額短期保険業者 

20 
共済水産業協

同組合連合会 

都道府県の区域を超える区域を地区とする

共済水産業協同組合連合会及び都道府県の

区域を地区とする共済水産業協同組合連合

会 

農林水産大臣 水産庁漁政部水産経営課 



55 
 

上記以外の共済水産業協同組合連合会 各都道府県知事 各都道府県庁の担当部局 

21 金融商品取引法第２条第９項に規定する金融商品取引業者 

金融庁長官 

金融庁総合政策局リスク分析総括課 

マネーローンダリング・テロ資金供与対策企画室  

特定金融情報係 

22 金融商品取引法第２条第 30 項に規定する証券金融会社 

23 金融商品取引法第 63 条第５項に規定する特例業務届出者 

24 
金融商品取引法第 63 条の 9 第 4 項に規定する海外投資家

等特例業務届出者 

2５ 信託会社 

2６ 信託業法第 50 条の２第１項の登録を受けた者 

2７ 

不動産特定共

同事業法第２

条第５項に規

定する不動産

特定共同事業

者又は同条第

７項に規定す

る小規模不動

産特定共同事

業者 

主務大臣の許可又は登録を受けた事業者 
金融庁長官及び 

国土交通大臣 

金融庁総合政策局リスク分析総括課 

マネーローンダリング・テロ資金供与対策企画室  

特定金融情報係 

 

国土交通省不動産・建設経済局 

不動産市場整備課 

不動産投資推進室 

都道府県知事の許可又は登録を受けた事業

者 
各都道府県知事 各都道府県庁の担当部局 

同条第９項に規定する特例事業者 

金融庁長官及び 

国土交通大臣 

金融庁総合政策局リスク分析総括課 

マネーローンダリング・テロ資金供与対策企画室  

特定金融情報係 

 

国土交通省不動産・建設経済局 

不動産市場整備課 

不動産投資推進室 

同条第１１項に規定する適格特例投資家限定事業者 

2８ 無尽会社 

金融庁長官 

金融庁総合政策局リスク分析総括課 

マネーローンダリング・テロ資金供与対策企画室  

特定金融情報係 
2９ 

貸金業法第２

条第２項に規

定する貸金業

者 

内閣総理大臣の登録を受けた貸金業者 

都道府県知事の登録を受けた貸金業者 各都道府県知事 各都道府県庁の担当部局 

30 
主としてコール資金の貸付け又はその貸借の媒介を業とし

て行う者で金融庁長官の指定するもの 

金融庁長官 

金融庁総合政策局リスク分析総括課 

マネーローンダリング・テロ資金供与対策企画室  

特定金融情報係 

３０

の２ 

資金決済に関する法律第２条第１項に規定する前払式支払

手段発行者のうち同法第１１条の２第１項の届出をした者

（高額電子移転可能型前払式支払手段発行者） 

3１ 
資金決済に関する法律第２条第３項に規定する資金移動業

者 

３１

の２ 

資金決済に関する法律第２条第 12 項に規定する電子決済

手段等取引業者 

３１

の３ 
銀行法第２条第 18 項に規定する電子決済等取扱業者 
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３１

の４ 

信用金庫法第 85 条の３の２第１項に規定する信用金庫電

子決済等取扱業者 

３１

の５ 

協同組合による金融事業に関する法律第６条の４の４第１

項に規定する信用協同組合電子決済等取扱業者 

32 
資金決済に関する法律第２条第 16 項に規定する暗号資産

交換業者 

33 
商品先物取引法第２条第 23 項に規定する商品先物取引業

者 

農林水産大臣 

及び 

経済産業大臣 

農林水産省 

大臣官房新事業・食品産業部商品

取引グループ 

経済産業省 

商務情報政策局商品市場整備室 

34 

社債、株式等の振替に関する法律第２条第２項に規定する

振替機関（同法第 48 条の規定により振替機関とみなされ

る日本銀行を含む。） 

金融庁長官及び 

法務大臣 

金融庁総合政策局リスク分析総括課 

マネーローンダリング・テロ資金供与対策企画室  

特定金融情報係 

 

法務省民事局商事課 

  国債を取り扱う振替機関 

金融庁長官、 

法務大臣及び 

財務大臣 

金融庁総合政策局リスク分析総括課 

マネーローンダリング・テロ資金供与対策企画室  

特定金融情報係 

 

法務省民事局商事課 

 

財務省理財局国債企画課法規係 

35 

社債、株式等の振替に関する法律第２条第４項に規定する

口座管理機関 

金融庁長官及び

法務大臣 

金融庁総合政策局リスク分析総括課 

マネーローンダリング・テロ資金供与対策企画室  

特定金融情報係 

 

法務省民事局商事課 

  国債を取り扱う口座管理機関 

金融庁長官、 

法務大臣及び 

財務大臣 

金融庁総合政策局リスク分析総括課 

マネーローンダリング・テロ資金供与対策企画室  

特定金融情報係 

 

法務省民事局商事課 

 

財務省理財局国債企画課法規係 

36 電子記録債権法第２条第２項に規定する電子債権記録機関 
金融庁長官及び 

法務大臣 

金融庁総合政策局リスク分析総括課 

マネーローンダリング・テロ資金供与対策企画室  

特定金融情報係 

  

法務省民事局商事課 

37 
独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワ

ーク支援機構 
総務大臣 

総務省情報流通行政局 

郵政行政部企画課貯金保険室 
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38 本邦において両替業務を行う者 財務大臣 財務省国際局調査課外国為替室 

39 ファイナンスリース事業者 

経済産業大臣 
経済産業省商務情報政策局 

商取引・消費経済政策課 
40 クレジットカード事業者 

4１ 
特定複合観光施設区域整備法第２条第９項に規定するカジ

ノ事業者 

カジノ管理委員

会 

カジノ管理委員会事務局 

監督調査部規制監督課 

犯罪収益移転防止対策室 

4２ 

宅地建物取引

業法第２条第

３号に規定す

る宅地建物取

引業者 

国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引

業者 
国土交通大臣 

免許を受けている国土交通省の 

各地方整備局、北海道開発局、 

内閣府沖縄総合事務局 

都道府県知事の免許を受けた宅地建物取引

業者 
各都道府県知事 各都道府県庁の担当部局 

4３ 
宝石・貴金属

等取扱事業者 

宝石商 

経済産業大臣 

経済産業省製造産業局 

生活製品課日用品担当 

貴金属商 
経済産業省製造産業局 

鉱物課 

古物商・質屋 
各都道府県公安

委員会 
各事業者所在地の管轄警察署 

44 

郵便物受取サービス業者 経済産業大臣 
経済産業省商務情報政策局 

商取引・消費経済政策課 

電話受付代行業者 
総務大臣 

総務省総合通信基盤局 

電気通信事業部利用環境課 電話転送サービス事業者 

47 行政書士又は行政書士法人 各都道府県知事 各都道府県庁の担当部局 

48 公認会計士（公認会計士法第 16 条の２第第５項に規定する

外国公認会計士を含む。）又は監査法人 
金融庁長官 

金融庁総合政策局リスク分析総括課 

マネーローンダリング・テロ資金供与対策企画室  

特定金融情報係 

49 税理士又は税理士法人 財務大臣 
国税庁長官官房総務課 

税理士監理室 
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【疑わしい取引の届出内容】 
特定事業者が疑わしい取引の届出を行う際に必要な記載事項は以下のとおりです。なお、届出を行う様式は

犯罪収益移転防止法施行規則により定められています。 

《士業者を除く特定事業者》 

○ 届出を行う特定事業者の名称及び所在地 

○ 届出対象取引が発生した年月日及び場所 

○ 届出対象取引が発生した業務の内容 

○ 届出対象取引に係る財産の内容 

○ 特定事業者において知り得た対象取引に係る取引時確認に係る事項 

○ 届出を行う理由 等 

 

《行政書士、公認会計士、税理士》 

○ 届出を行う特定事業者の名称及び所在地 

○ 対象特定代理等が発生した年月日及び場所 

○ 対象特定代理等が発生した業務の内容 

○ 対象特定代理等に係る行為又は手続の内容（当該行為又は手続が財産に係るものである場合

にあっては、当該財産の内容を含む。）及び特定事業者において知り得た当該行為又は手続の目

的 

○ 対象特定代理等に係る顧客等又は取引に係る取引時確認に係る事項 

○ 届出を行う理由 等 

 

【疑わしい取引として届け出た情報の取扱い】 
疑わしい取引として届けられた情報の秘密保持は徹底されており、特別に権限を付与された者のみがアクセ

スできる仕組みとなっています。また、捜査機関等に提供された場合も届出者の保護は徹底され、届出が端緒と

なって事件が検挙されたことも公表されません。 

 

【特定事業者と犯罪収益】 

《金融機関等（暗号資産交換業者等）と犯罪収益》 

 暗号資産は、法定通貨との交換が可能であり、利用者の匿名性が高いこと、資金の移動が迅速かつ容易である

ことなどの特徴があることから、犯罪収益の移転やテロ資金供与に利用される危険性があります。 

 過去の国内における事件事例では、不正に取得した他人名義のＩＤやパスワード等を利用して購入した暗号

資産を、海外の交換サイトを経由するなどして法定通貨に換金し、その代金を他人名義の口座に振り込むケー

スがみられます。 

 また、いわゆるステーブルコインについても、法定通貨との連動により価値を安定させる仕組みを有してお

り、グローバルに普及する可能性が見込まれることなどから、同様に犯罪収益の移転やテロ資金供与に利用さ

れる危険性があります。 
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《ファイナンスリース事業者と犯罪収益》 

本法では、ファイナンスリース業者を機械、設備その他の物品を調達しようとする企業等に対してリース会

社が代わってそれを購入し賃貸するという形で取引を行うものと定義しています。リースを受ける顧客にとっ

ては自身が希望する機械や設備を利用でき、その代金をリース料として支払うことができるので、手元資金が

なくても設備投資等を行え、法人税法上のメリットがあるなどの利点もあり、広く行われている取引の形態で

す。 

しかしながら、実質的には金銭の貸し付けを受け物品を調達する取引と類似しており、犯罪収益を移転しよ

うと考えている者にとっては、リース料に付加する形で犯罪収益を移転させれば、外部からはその把握が困難

となってしまいます。従って長期間にわたって分割して犯罪収益を移動することが可能となるため摘発のリス

クを抑制することが可能となるおそれがあります。 

 

《クレジットカード事業者と犯罪収益》 

クレジットカードは、近年ほとんどの商取引において利用できるようになっており、商品代金の支払手段と

して広く利用されています。契約の内容によっては利用限度額が高額なものもあり、現金代替性が高いといえ

ます。 

したがって、犯罪行為により得た資金を、クレジットカードを利用することにより他の形態の財産に換える

ことが容易にできるおそれがあります。また契約の成立したクレジットカードを第三者に渡せば、契約者と第

三者間においてカードを利用した送金を行っているのと実質的には同じ効果が得られることとなります。また、

偽造クレジットカードや、盗難クレジットカードを利用して犯罪行為を行えば、それによって犯罪収益を簡単

に得ることも可能であり、カード利用詐欺として検挙されている事例がその典型です。カード詐欺の場合には、

カード自体の利用を停止されてしまうと犯罪行為が行えなくなってしまうので、カードの持ち主が利用を停止

するまでのごく短期間に限度額まで使用しているという特徴があり、利用料金の請求時や取引記録等の確認時

に発見されることが多々みられます。 

 

《宅地建物取引業者と犯罪収益》 

不動産は財産的価値が高く、多額の金銭との交換が可能です。また、その利用価値や利用方法、評価方法によ

り大きく異なった価格で評価されるため、実質的な価値とは異なる価格で取引を行えば、犯罪収益をその中に

隠して移転されるおそれがあります。 

 

《宝石・貴金属等取扱事業者と犯罪収益》 

宝石・貴金属等は財産的価値や流動性が高く、世界のいずれの地域においても多額の現金との交換を容易に

行うことができるほか、現金に比べ形状が小さいことから持ち運びが容易であるなど、犯罪収益の移転に利用

されるリスクが高いといえます。 

過去の事件事例でも、犯罪行為により得た収益を使って宝石・貴金属等を購入している事例が多くみられま

す。 

また、宝石・貴金属等を取り扱う古物商においては、犯罪行為により得た宝石・貴金属等を売却して現金化し

ているケースが多く、ほとんどの場合には偽名による取引が行われています。また、取引の際には、数カ所に分

散して取引を行う手口や、何名かに分けて取引を行うなどの手口が多くみられます。 
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《郵便物受取サービス業者と犯罪収益》 

郵便物受取サービス業者は、近年振り込め詐欺に利用されているケースが非常に目立っています。 

金融機関等による本人確認が強化されていることから、他人名義の口座が入手しにくくなったことや、10 万

円を超える現金送金に本人確認が必要となったことなどから、一度に多額の現金を送金できる小包郵便や現金

書留等を利用する手口が増えており、契約人が郵便物受取サービス業者に直接受け取りに出向くことなく、バ

イク便等を利用して受け取らせるなどして匿名性を高めている悪質な事例も目立ってきています。 

 

《電話受付代行業者と犯罪収益》 

電話受付代行業は、家庭を拠点として業務を行うなどの際に、家庭以外の場所を事業所のように利用でき、ま

た電話の受付を他人に任せて自身が営業行為等を行えるなどの利点が認められますが、その反面、実態がどこ

にあるのかを隠蔽することが可能であるばかりか、秘書等を名乗る者等による洗練された対応を行うなどによ

り、事業自体の信用性や規模を誇大に作出することも可能となるおそれがあります。 

このため、過去には取り込み詐欺集団等がバーチャルオフィスに利用していたケースもみられるところです。 

 

《電話転送サービス事業者と犯罪収益》 

電話転送サービス業は、これを利用することで実際には所在しない都心の事務所から電話をしているかのよ

うに装えるなど、事業の信用、業務規模等に関して架空又は誇張された外観を作出することができるものであ

り、近年、ヤミ金融等に利用されているケースがみられます。 

 

《士業者と犯罪収益》 

マネー・ローンダリングを企図する者にとって、士業者はその目的に適った財産の管理又は処分を行う上で

必要な法律・会計上の専門的知識を有するとともに、その社会的信用が高いため、士業者を取引や財産の管理に

介在させることにより、これに正当性があるかのような外観を作出することが可能になります。 
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１６．取引時確認等を的確に行うための措置 

 

特定事業者（※）は、取引時確認、取引記録等の保存、疑わしい取引の届出等の措置（以下「取引時確認等

の措置」という。）を的確に行うため、次の措置を行う必要があります。（②～⑧の措置は努力義務） 

 ※ カジノ事業者については、特定複合観光施設区域整備法において別途その義務が定められています。 

 

① 取引時確認をした事項に係る情報を最新の内容に保つための措置 

なりすましの疑い等を的確に判断するためには、顧客等の最新の本人特定事項等を把握していることが必

要であることから、特定事業者は、確認をした事項について、最新の内容に保つための措置を講じることとさ

れています。 

具体的には、確認した本人特定事項等に変更があった場合に顧客等が特定事業者にこれを届け出る旨を約

款に盛り込むことなどの措置を講ずる必要があります。 

 

② 使用人に対する教育訓練の実施 

特定事業者の使用人等が、犯罪収益移転防止法上に定める措置を的確に実施できるようにするため、特定

事業者は、 

○ 実際に顧客等と接する職員等に、マネー・ローンダリングのリスクがあるか否かを認識するため  

の具体的な注意点や対応要領について教育訓練する 

○ 疑わしい取引の届出を行うべき場合に該当するかを一元的に集約・判断する部署を設置する 

○ 犯罪収益移転防止法の遵守状況を監査する機能を強化する 

○ 取引等を行うに当たっての内部手続を定めた規則を作成する 

○ 本人特定事項等をスムーズかつ効率的に識別できる情報検索システムを導入する 

などの措置を講ずる必要があります。 

 

③ 取引時確認等の措置の実施に関する規程の作成 

取引時確認等の的確な実施を確保するため、特定事業者は、取引時確認等の措置の実施手順や対応要領等

を定めた規程を作成する必要があります。 

 

④ リスク評価、情報収集、記録の精査 

特定事業者は自らが行う取引等を調査、分析して、マネー・ローンダリングのリスクを評価した上で、これ

を書面化し、これを更新する必要があります。また、作成した書面の内容を勘案し、取引時確認等の措置を行

うに際して必要な情報を収集するとともに、当該情報を整理、分析すること、確認記録や取引記録等を継続的

に精査することが求められます。 

  

⑤ 統括管理者の選任 

特定事業者内部において、教育訓練の実施、内部規程の作成、法の遵守状況の監査等、取引時確認等の的確

な実施のために必要な業務に関する責任の所在を明らかにし、一元的・効率的な業務運営を行う必要がある

ことから、取引時確認等の実施等に関する事項を統括管理する者を選任することが求められます。 

 

⑥ リスクの高い取引等を行う際の対応 

特定事業者が外国ＰＥＰｓとの取引等や通常でない取引等のリスクの高い取引等を行うに際しては、統括

管理者の承認を得ることが求められます。 
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また、特定事業者は、リスクの高い取引等を行うに当たって行われる情報の収集、整理及び分析の結果を書

面化し、これを確認記録や取引記録等とともに保存する必要があります。 

 

⑦ 必要な能力を有する職員の採用 

特定事業者は取引時確認等の措置が的確に行われるために必要な能力を有する者を採用するために必要な

措置を講ずる必要があります。 

 

⑧ 取引時確認等に係る監査の実施 

特定事業者は、取引時確認等の措置の的確な実施のために必要な監査の実施を行う必要があります。 

 

１7．その他 

【特定事業者に対する監督等】 

犯罪収益移転防止法では、特定事業者による各種義務の履行を確保するため、各々の特定事業者を所管する

行政庁による報告徴収、立入検査、指導・助言・勧告といった権限が定められています。 

また、行政庁は、特定事業者が犯罪収益移転防止法に定める義務に違反していると認めるときは、特定事業者

に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべき命令（是正命令）を行うことができることとされてい

ます。 

なお、国家公安委員会が特定事業者の違反を認めた場合には、行政庁に対して是正命令等を行うべき旨の意

見の陳述を行うことができることとされており、意見の陳述に必要な限度において報告徴収又は都道府県警察

に必要な調査を指示することが認められています。指示を受けた都道府県警察は、調査を行うために特に必要

があると認められるときは、国家公安委員会の承認を得て、特定事業者に立入検査を行うことができることと

されています。 

国家公安委員会は、疑わしい取引に関する情報その他の犯罪による収益に関する情報の集約、整理及び分析

並びに犯罪による収益の移転の状況に関する調査及び分析を行うために必要があると認められるときは、行政

庁、特定事業者その他の関係者に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる

こととされています。 

 

【特定事業者の免責】 

特定事業者は、顧客等又は代表者等が特定取引等を行う際に取引時確認に応じないときは、当該顧客等又は

代表者等がこれに応じるまでの間、当該特定取引等に係る義務の履行を拒むことができます。 

 

【取引時確認に係る事項の虚偽申告】 

顧客等及び代表者等は、特定事業者が取引時確認を行う際にその内容を偽ってはなりません。 

また、本人特定事項を隠蔽する目的で本人特定事項を偽った者には罰則が適用されます。 


